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『
朱
子
語
類
』

外
任
篇
課
注

一
四

O
巻
は
、
哲
拳
思
想
部
門
の
尊
家
だ
け
で
な

文
拳
・
史
準
そ
の
ほ
か
科
皐
史
部
門
な
ど
の
皐
究
に
と
っ
て

も
、
ほ
と
ん
ど
無
意
識
と
い
う
べ
き
資
料
を
提
供
し
て
く
れ
る
。
無

量
臓
と
は
む
ろ
ん
相
劃
的
な
謂
い
で
あ
り
、
各
人
の
譲
み
の
深
さ
に

臆
じ
て
限
り
な
く
引
き
出
せ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
も
し
も
、
車
純

『
朱
子
語
類
』

くに
道
撃
者
朱
子
と
い
う
よ
う
な
認
識
し
か
も
た
な
い
人
な
ら
眼
を
見

は
る
で
あ
ろ
う
、

そ
こ
に
は
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
い
人
間
朱
奈
の
生

活
と
意
見
が
雑
然
と
ひ
し
め
い
て
い
る
。

こ
と
に
、

こ
の
大
部
の

著
作
が
語
録
と
い
う
形
式
を
採
る
た
め
に
、
讃
者
は
朱
子
と
そ
の
門

人
乃
至
知
友
た
ち
の
生
き
生
き
と
し
た
イ
メ
ジ
を
把
握
す
る
こ
と
が

で
き
て
、
そ
れ
だ
け
で
も
こ
れ
は
ま
こ
と
に
柴
し
い
書
物
で
あ
る
。

た
だ
、
語
録
類
の
常
と
し
て
、
こ
の
書
物
の
文
章
は
、
い
ま
は
死
滅

し
た
俗
語
(
口
語
)
を
少
な
か
ら
ず
混
え
て
い
る
が
で
、
文
言
に
習

付

田

中

謙

熟
し
た
人
で
も
、
そ
う
容
易
に
讃
解
し
う
る
と
い
う
性
質
の
も
の
で

は
な
い
。
な
に
よ
り
も
、
こ
れ
は
文
準
作
品
で
な
い
と
い
う
こ
と
、

い
わ
ば
専
ら
文
言
を
封
象
と
す
る
翠
究
が
便
宜
的
に
俗
語
、を
混
え
て

記
録
し
た
ノ

l
ト
で
あ
り
、
し
か
も
、
記
録
者
が
多
人
数
に
わ
た
る

〈
個
性
・
く
せ
が
つ
か
み
に
く
い
〉
こ
と
な
ど
、
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素
を
含
む
。
だ
か
ら
、

き
わ
め
て
複
雑
な
要

た
と
え
俗
語
に
習
熟
し
た
人
で
も
、
そ
こ
に

は
ま
た
別
種
の
障
碍
が
横
た
わ
る
と
い
え
る
。
こ
の
せ
っ
か
く
の
賓

由
に
よ
る
の
で
な
か
ろ
う
か
。

庫
に
探
求
の
手
が
隅
々
ま
で
は
及
ん
で
い
な
い
の
は
、
そ
う
し
た
理

率
直
に
い
っ
て
、
筆
者
は
最
近
こ
の
巨
大
な
封
象
に
挑
む
決
意
を

固
め
た
ば
か
り
で
あ
り
、
買
は
な
お
到
る
と
こ
ろ
で
語
解
に
窮
す
る

語
句
に
遭
遇
し
て
い
る
。
だ
が
、
宋
元
期
の
俗
語
に
つ
い
て
は
、
特

に
文
皐
作
品
の
上
で
若
干
の
鍛
錬
を
か
さ
ね
て
来
た
し
、
そ
れ
に
こ



の
巨
大
な
文
献
の
切
り
く
ず
し
に
挑
戦
し
て
は
、
け
つ
じ
て
人
後
に

落
ち
ぬ
情
熱
と
費
悟
を
も
っ
て
い
る
つ
も
り
で
あ
る
。
や
や
早
ま
っ

た
感
の
あ
る
こ
と
を
自
ら
認
め
つ
つ
も
、
こ
れ
か
ら
本
誌
の
敷
暁
に

巻
一

O
六
「
外
任
」
、
す
な
わ
ち
、
朱
子
が
前
後
五
次
に
わ
た
司
て

地
方
官
の
職
に
在
任
し
た
と
き
の
瞳
験
を
の
ベ
る
一
巻
に
つ
い
て
、

敢
え
て
そ
の
需
注
を
試
み
る
こ
と
に
し
た
。
む
ろ
ん
、
歴
史
、
と
り

わ
け
政
治
・
枇
舎
の
諸
制
度
が
複
雑
化
し
た
宋
代
の
そ
れ
に
は
、

大
世
に
も
通
じ
て
い
な
い
筆
者
が
、
皐
濁
で
こ
の
工
作
を
な
し
う
る

は
ず
が
な
い
。
貧
は
、
こ
の
巻
の
前
三
分
の
一
ほ
ど
は
、

年
四
月
ご
ろ
か
ら
数
か
月
・
に
わ
た
り
、
若
い
史
拳
徒
の
要
請
の
も
と

に
、
筆
者
が
主
宰
し
て
京
大
人
文
研
で
私
的
な
輪
讃
舎
を
も
っ
た
。

こ
の
た
び
誇
稿
を
作
成
す
る
に
あ
た
り
、
そ
の
お
り
の
参
加
メ
ン
バ

一
九
六
五

ー
の
う
ち
、
梅
原
郁
・
衣
川
強
雨
氏
か
ら
あ
ら
た
め
て
若
干
の
数
示

を
う
け
た
。
こ
こ
に
記
し
て
深
謝
の
意
を
表
す
る
と
と
も
に
、
一
般

の
讃
者
よ
り
も
指
数
を
寄
せ
ら
れ
る
よ
う
切
草
し
て
や
ま
な
い
。

故
楠
本
正
縫
一
博
士
嘗
醸

(
現
国
土
館
大
事
裁
〉
の
抄
本
ハ
影
片
に
よ
る
)
を
用
い
、
京
都
大
皐
文

皐
部
戴
朝
鮮
刊
本
と
の
異
同
を
注
記
す
る
と
と
も
に
、
抄
本
に
歓
く

な
お
、

テ
ク
ス
ト
に
は
底
本
と
し
て
、
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僚
を
も
後
者
に
よ
っ
て
補
っ
た
。

『
朱
子
語
類
』
の
テ
ク
ス
ト
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
故
胡
遁
民
に

詳
し
い
解
説
が
あ
る
(
蔓
濁
・
正
中
書
局
刊
影
印
本
序
〉
。
筆
者
は
ま
だ

ほ
と
ん
ど
検
討
を
加
え
る
暇
が
な
い
ま
ま
現
在
に
至
っ
て
い
る
が
、

こ
れ
ま
で
目
観
し
え
た
、
蓋
間
正
中
書
局
影
印
本
(
明
・
成
化
九
年
l

一
四
七
三
年
刊

γ
朝
鮮
刊
本
(
刊
年
来
詳

γ
清
刊
本
二
種
ハ
康
照
二
十

八
年
l
一
六
八
九
年
刊
お
よ
び
嘉
慶
道
光
岡
l
一
九
世
紀
初
頭
刊
)
・
和
刻

本
(
寛
文
八
年
|
一
六
六
八
年
刊
〉
の
五
種
は
、
文
字
に
若
干
の
異
同

は
あ
っ
て
も
、
分
類
排
列
を
同
じ
く
す
る
酷
か
ら
み
て
、
み
な
一
つ

の
系
統
に
属
す
る
こ
と
が
推
定
で
き
る
。
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と
こ
ろ
が
、
最
近
、
九
州
大
皐
文
拳
部
荒
木
見
悟
数
授
の
表
力
で

入
手
し
え
た
上
記
の
抄
本
(
影
片
〉
だ
け
は
、
分
類
排
列
に
も
少
た

か
ら
ぬ
出
入
が
み
ら
れ
る
。
そ
こ
で
筆
者
は
、
こ
れ
ら
系
統
を
異
に

す
る
こ
つ
の
テ
ク
ス
ト
に
つ
い
て
、
先
後
問
題
の
解
決
を
迫
ら
れ
る

に
至
っ
た
。
そ
れ
の
解
決
に
は
全
睡
を
詳
し
く
調
査
す
る
必
要
が
あ

り
、
結
論
は
と
て
も
早
急
に
え
ら
れ
ぬ
も
の
と
費
悟
し
て
い
た
が
、

意
外
に
早
く
、
こ
の
需
稿
を
執
筆
す
る
過
程
に
お
い
て
、
抄
本
の
優

秀
さ
を
誼
す
る
資
料
に
ぶ
つ
か
?
た
。
す
な
わ
ち
、
抄
本
の
第
一

O

僚
に
み
え
る
つ
ぎ
の
一
段
が
そ
れ
で
あ
る
。

有
某
賊
圏
京
西
。
某
州
太
守
。
無
力
拒
之
。
太
守
姓
晃
。
忘
英
名
。
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途
欽
金
自
m。
賂
之
使
去
。

こ
の
一
僚
は
朝
鮮
本
そ
の
他
の
テ
ク
ス
ト
で
は
巻
一

O
入
「
論
治

道
」
篇
に
牧
め
、
そ
こ
で
は
つ
ぎ
の
如
く
作
っ
て
い
る
。

准
南
盗
王
倫
破
高
郵
。
郡
守
晃
仲
約
。
以
郡
無
兵
財
。
途
開
門
稿

之
卓
録
作
欽
金
島
賂
之
。
使
去
。

み
ぎ
の
事
件
は
か
な
り
著
名
で
あ
っ
た
ら
し
く
、
羅
大
経
『
鶴
林

玉
露
』
巻
五
や
部
伯
温
『
河
南
部
氏
聞
見
録
』
巻
入
に
も
み
え
て
い

る
。
さ
て
、
同
じ
事
件
を
語
る
朱
子
の
談
話
と
し
て
、

「
太
守
の
姓

は
晃
、
名
ま
え
を
忘
れ
た
が
」
と
い
う
の
と
、

一
晃
仲
約
」
と
姓
名

を
明
記
す
る
の
と
、

い
ず
れ
が
原
形
に
近
い
か
は
、
も
は
や
費
言
を

要
す
る
ま
で
も
な
い
。

の
』ま

「ヵ、
総、
論、剖
作、詳
吾、支

統
ヵ:

外
任
篇
の

分
類
を

「
同
安
主
簿
」

「
濠
州
」
「
樫
州
」
と
す
る
の

に
封
し
、
抄
本
が
「
同
安
主
簿
」
「
知
南
康
」
「
新
東
提
翠
L

「津

州
」
(
上
に
「
知
」
を
脱
す
る
か
)
「
知
海
州
」
と
す
る
の
も
、
や
は
り
後

「
南
康
」

「
漸
東
」

者
が
原
形
を
保
存
す
る
謹
擦
の
一
つ
と
み
な
し
て
よ
か
ろ
う
。
な
お
、

従
来
行
な
わ
れ
て
い
る
後
起
の
テ
ク
ス
ト
系
統
で
は
、
朝
鮮
刊
本
が

最
も
す
ぐ
れ
て
い
る
こ
と
を
も
こ
こ
で
誼
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

ヵ=

い
ま
は
割
愛
す
る
。

」
の
た
び
の
誇
稿
は
上

と
も
か
く
も
、

記
の
次
第
で
、
抄
本
を
底
本
に
え
ら
ぶ
こ
と
に
踏
み
き
っ
た
。

晦
庵
先
生
朱
文
公
語
類
谷
之
百
草
六

〈刊
本
作
朱
子
語
類
倉
一
百
六
)

朱
子

外
任

岡
安
主
簿

朱
子
が
官
途
で
え
た
最
初
の
職
で
あ
る
。
同
安
は
一
幅
建
路
泉
州
府

(
繭
建
省
南
の
沿
海
都
市
)
管
下
の
鯨
、
現
在
も
同
じ
名
で
よ
ば
れ
る
。

主
簿
は
豚
臆
に
お
か
れ
た
帳
簿
慮
理
官
、

ま
ず
庶
務
部
長
と
い
?
た
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と
こ
ろ
。

紹
興
十
八
年
(
二
四
八
〉
春
、

三
年
後
の
任
官
試
験
で
左
姐
功
郎
(
従
九
日
間
)
の
職

十
九
歳
で
科
拳
を
パ
ス

し
た
朱
子
は
、

階
を
え
て
同
安
豚
主
簿
を
奔
命
、

ポ
ス
ト
の
あ
く
の
が
遅

R-r』

J

、

+'ナ
J
1
L

れ
て
、
貧
際
に
赴
任
し
た
の
は
紹
興
二
十
三
年
(
二
五
三
)
七
月
の

こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
満
三
年
の
あ
い
だ
こ
の
職
に
あ
り
、
紹
興

二
十
六
年
(
二
五
六
)
七
月
に
任
期
が
み
ち
た
が
後
任
が
来
ず
、

老
幼
を
第
二
の
郷
里
尤
渓
(
福
建
省
中
部
北
よ
り
)

に
迭
っ
て
さ
ら
に

一
年
つ
と
め
、
翌
年
の
十
月
、

よ
う
や
く
同
安
鯨
を
去
っ
た
。
時
に

朱
子
は
二
十
八
歳
。



ω主
簿
就
職
内
大
有
事
。
勝
中
許
多
簿
書
皆
嘗
管
。
某
向
鶏
同
安

簿
。
許
多
賦
税
出
入
之
簿
。
某
逐
日
黙
割
余
押
。
以
菟
一
吏
人
作
弊
。

時
某
人
魚
泉
停
。
簿
書
皆
過
其
目
。
後
開
郷
。
某
興
読
及
此
。
亦
情

不
知
。
他
是
極
子
細
官
人
。
是
時
亦
只
億
地
墨
遇
。
賀
孫

校注・・
1
莱
字
無
。

2
莱
字
無
。

3
此
字
無
。

4
地
字
無
。

主
簿
怯
そ
の
職
掌
関
係
だ
け
で
も
ず
い
ぶ
ん
仕
事
が
あ
る
。
鯨
一
臆

内
の
お
び
た
だ
し
い
帳
簿
は
、
ぜ
ん
ぶ
扱
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

わ
た
し
は
か
つ
て
同
安
鯨
の
主
簿
を
つ
と
め
、
お
び
た
だ
し
い
賦
税

の
出
納
簿
を
毎
日
黙
桧
照
合
し
て
、
署
名
と
花
押
を
か
き
、
そ
れ
で

脅
吏
た
ち
に
不
正
を
は
た
ら
か
せ
ず
に
す
ん
だ
。
そ
の
こ
ろ
、
某
氏

は
泉
州
府
の
逼
剣
を
つ
と
め
て
、
帳
簿
類
は
ぜ
ん
ぶ
こ
の
人
の
目
を

通
っ
て
い
た
。

の
ち
に
諦
郷
し
た
お
り
、

か
れ
と
の
話
が
そ
の
こ
と

に
な
っ
て
も
、

ま
る
で
気
づ
い
て
い
な
い
の
だ
。
こ
の
人
は
た
い
へ

ん
綿
密
な
官
人
だ
っ
た
が
、

嘗
時
は
そ
う
い
っ
た
調
子
で
ハ
す
ど
お

り
で
)
上
司
に
さ
し
出
し
て
い
た
の
だ
。
葉
賀
孫
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〔
貼
封
〕
貼
検
照
合
す
る
。

公
双
山
抑
〕
余
名
(
署
名
す
る
)
・
押
字
(
か
き
剣
、
す
な
わ
ち
花
押
を
か

く
)
の
略
〈
第
二

O
僚
に
み
え
る
)
。

〔
泉
停
〕
「
泉
」
は
泉
州
、
「
俸
」
は
副
官
・
補
佐
官
の
こ
と
だ
が
、
宋

代
で
は
も
っ
ぱ
ら
州
の
通
剣
(
副
知
事
)
を
指
す
。

〔
只
怨
地
〕
こ
ん
な
ふ
う
に
、
れ
い
の
調
子
で
。
「
ロ
ハ
」
は
強
勢
の
肪
字
、

「
伝
地
」
は
現
代
詩
の
「
這
様
・
這
慶
L
。

〔
呈
過
〕
「
呈
」
は
上
司
に
さ
し
出
す
文
書
形
式
の
術
語
で
あ
ろ
う
。

「過
L

は
経
過
を
示
す
助
字
。

ω因
説
慢
令
致
期
謂
之
賊
云
。
昔
在
同
安
作
簿
時
。
毎
黙
遁
税
。
、
必

先
期
瞬
示
。
只
以
一
幅
紙
。
載
作
三
片
。
作
小
務
。
鏑
貼
云
。
本
聴

取
幾
日
貼
迫
甚
郷
分
税
。
仰
人
戸
郷
司
主
人
頭
知
委
。
只
如
此
。
到

限
日
近
時
。
納
者
紛
紛
然
。
此
只
是
一
箇
信
市
巳
。
如
或
達
限
遁
黙
。

定
断
不
恕
。
所
以
人
伯
。
時
参
。
植
鍛
同

校
注
:
1
云
作
目
。

2
植
録
同
三
字
無
。

れ

い

み

だ

り

「
令
ヲ
慢
ニ
ジ
テ
期
ヲ
致
ス
、
之
ヲ
賊
ト
謂
ウ
」
の
話
を
さ
れ
た

~83 ~ 

「
む
か
し
、
同
安
牒
で
主
簿
を
や
っ
て
い
た

こ
石
、
税
を
徴
牧
す
る
時
は
い
つ
も
、
か
な
ら
ず
期
日
の
ま
え
に
告

示
し
た
。
一
幅
の
紙
を
三
つ
に
断
っ
て
小
さ
な
貼
り
紙
を
つ
く
り
、

つ
い
で
に
い
わ
れ
た
、

『
本
聴
で
は
い
つ
何
日
を
え
ら

び
、
な
に
が
し
郷
の
税
を
徴
牧
す
る
』
と
書
き
、
人
戸
・
郷
司
・
戸
籍

筆
頭
人
に
周
知
さ
せ
た
。
そ
う
い
う
ふ
う
に
す
る
だ
け
で
、
期
限
が
近

到
る
と
こ
ろ
に
貼
り
め
ぐ
ら
し
て
、

づ
く
こ
ろ
に
な
る
と
、
納
税
者
が
ば
ら
ば
ら
お
し
か
け
た
。
こ
れ
は

ほ
か
な
ら
ぬ
。
信
。
(
言
行
一
致
〉
に
よ
る
e

。
も
し
期
限
に
た
が
え
て

呼
出
し
を
く
え
ば
、

か
な
ら
ず
慮
断
し
て
容
赦
し
な
か
っ
た
か
ら
、
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人
び
と
は
こ
わ
が
っ
た
の
で
あ
る
。
港
時
彦
。
潜
植
の
記
録
も
同
じ
。

〔
慢
令
云
々
〕

『
論
語
』
発
日
篇
の
こ
と
ば
。
「
命
令
を
、
い
い
加
減
に
、

賀
行
の
意
志
も
な
く
出
し
て
お
き
な
が
ら
、
期
限
を
切
る
。
そ
れ
が

賊
。
」
ハ
中
園
古
典
選

『論
語
』
吉
川
課
)

〔
貼
迫
〕
指
名
し
て
取
り
た
て
る
。
「
迫
」
は
迫
断
・
迫
賠
の
よ
う
な
用

法
で
は
、
す
べ
て
あ
と
か
ら
行
な
う
慮
置
(
い
わ
ゆ
る
追
加
の
意
味

は
な
い
〉
に
い
う
が
、
こ
の
構
成
で
は
、
催
促
す
る
意
で
あ
ろ
う
。

〔
一
一
個
紙
〕
一
幅
と
い
え
ば
、
そ
の
巾
と
長
さ
が
き
ま
っ
て
い
た
の
で
あ

ろ
う
が
、
未
詳
。

〔
裁
〕
績
に
断
つ
こ
と
。
縦
に
断
つ
の
は
「
裁
」
。

〔
郷
分
〕
「
郷
」
は
豚
の
下
の
庖
劉
、
そ
の
下
が
畏
ま
た
は
都
。

〔
郷
司
〕
郷
書
手
を
さ
す
。
一
郷
の
税
籍
の
作
成
を
携
賞
す
る
職
役
。
参

照
:
宮
崎
市
定
「
宋
代
州
懸
制
度
の
由
来
と
そ
の
特
色
」
(
『
ア
ジ
ア

史
研
究
』
第
四
、
七
四
ペ
ー
ジ
校
〉

〔
主
人
頭
〕
未
詳
。
戸
籍
の
筆
玖
人
を
さ
す
か
。

〔
紛
紛
然
〕
多
数
の
も
の
が
雑
然
と
行
動
す
る
さ
ま
。
「
ば
ら
ば
ら
」
よ

り
「
ど
か
ど
か
」
と
咽
押
し
た
ほ
う
が
よ
い
か
も
じ
れ
な
い
。

〔
遭
鮎
〕
呼
び
出
し
に
あ
う
c

ω問
。
奏
朕
還
借
用
豚
印
否
。
目
。
宣
惟
豚
印
。
牒
尉
印
亦
可
借
。

今
之
官

蓋
是
専
達
輿
給
納
官
司
。

及
有
丘
ハ
刑
慮
。

朝
廷
皆
給
印
。

司
。
合
用
印
慮
。
縁
兵
火
散
失
。
多
用
嘗
印
。
要
去
朝
廷
請
印
。
叉

印

所
以
官
司
且
只
有
筒
過
了
。

嘗
時
有
箇
指
揮
使
弁
一
道
家
印
。

某
戯

須
要
銭
。

某
在
前
安
作
簿
。

縁
膏
吏
得
銭
方
給
。

去
州
請

謂
。
要
倣
箇
軍
員
興
道
士
。
亦
不
能
。
叉
見
崇
安
蘇
丞
鹿
用
准
西
漕

使
印
。
人
傑

校
注
:
1
能
下
有
得
字
。

2
臆
字
無
。

間

「
〈
主
簿
の
〉
上
奏
文
に
は
や
は
り
知
鯨
の
印
を
借
用
し
て
い

た
の
で
す
か
。
L

「
知
鯨
の
印
だ
け
で
な
く
、
鯨
尉
の
印
だ
っ

て
借
り
て
よ
い
。
行

政
や
財
政
閥
係
の
官
鹿
、
そ
れ
か
ら
軍
事
・
刑
事
に
関
す
る
特
殊
樺

み
な
中
央
政
府
が
印
を
支
給
し

限
を
も
っ
官
臆
の
あ
る
と
こ
に
は
、

い
ま
の
官
聴
で
、
印
を
使
う
べ
き
と
こ
ろ
で
は
、

れか
る

戦
火
で
散
失
し
た
た
め
に
、
た
い
て
い
中
古
の
印
を
使
っ
て
い
る
。

て
い
る
か
ら
だ
。
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も
し
中
央
に
印
を
請
求
す
れ
ば
す
る
で
金
(
わ
い
ろ
〉
が
い
る
。
だ

か
ら
官
聴
で
は
、
と
り
あ
え
ず
い
い
か
げ
ん
な
こ
と
で
す
ま
せ
て
い

る
ん
だ
。
わ
た
し
が
同
安
蘇
で
主
簿
を
や
っ
て
い
た
こ
ろ
、
州
臆
へ

行
っ
て
印
を
請
求
し
た
。
そ
の
こ
ろ
あ
っ
た
の
は
、
指
揮
使
と
道
家

の
印
が
一
つ
ず
つ
。
膏
吏
は
金
を
も
ら
わ
ぬ
こ
と
に
は
給
付
し
て
く

れ
ん
の
で
、
わ
た
し
は
冗
談
を
い
っ
た
、

『
兵
隊
や
道
士
に
な
り
た

く
て
も
、
な
れ
な
い
ね
。
』

ま
た
、
崇
安
鯨
丞
の
役
所
で
八
准
西
漕
使
〉
の
印
を
使
っ
て
い
る

の
を
見
た
。
」
高
人
ー傑



門
還
〕
ハ
そ
の
こ
ろ
も
〉
ま
だ
と
い
円
た
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
も
っ
e

〔
豚
印
〕
知
鯨
名
儀
の
印
で
あ
ろ
う
。

〔
蘇
尉
〕
燃
の
警
察
署
長
。

〔
専
逮
〕
濁
断
で
決
裁
す
る
。
『
周
麓
』
天
官
・
小
宰
に
「
大
事
則
従
其

長
。
小
事
則
専
逮
」
と
み
え
る
。
「
濯
」
は
「
決
」
の
意
の
ほ
か
に
、

専
決
の
結
果
を
天
子
に
報
告
す
る
解
も
あ
る
、
が
、
い
ま
採
ら
な
い
。

こ
こ
は
、
地
方
の
行
政
事
務
に
つ
い
て
い
う
か
。

〔
給
納
]
財
政
事
務
〈
税
糧
を
含
む
〉
を
扱
う
こ
と
。

〔
有
兵
刑
廃
〕
兵
・
刑
部
門
を
も
ち
、
軍
隊
を
動
か
し
刑
法
を
行
な
う

官
慮
。

〔
去
州
〕
「
去
」
は
場
所
・
方
向
を
示
す
前
置
詞
と
も
み
ら
れ
る
。

〔
指
揮
使
〕
正
規
軍
の
司
令
官
。

〔
崇
安
蘇
丞
〕
「
崇
安
」
は
繭
建
路
建
寧
府
に
属
す
る
蘇
で
、
稿
建
省
北

端
に
あ
る
。
後
に
朱
子
が
定
住
す
る
。
「
丞
L

は
燃
の
副
知
事
。

〔
漕
使
〕
す
な
わ
ち
縛
運
使
。
路
の
人
事
行
政
を
つ
か
さ
ど
る
長
官
。

一云。

預
楊
暁

判
初
任
問
安
主
簿
。
勝
牒
委
補
試
。
喚
吏
人
間
例
。

示
。
令
其
具
検
頗
多
。
即
議
以
不
要
如
此
。
只
用
一
幅
紙
篤
敷
務
。

但
云
。
瞬
間
学
某
月
某
日
補
試
。
各
請
知
悉
。
臨
期
吏
覆
云
。
例
嘗
展

目
。
又
諭
以
断
不
展
目
。
過

校
注
:
此
篠
抄
本
闘
。
以
刊
本
補
。
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同
安
豚
主
簿
に
就
任
し
た
ば
か
り
の
こ
ろ
、
厭
の
指
令
で
試
験
を

委
任
さ
れ
た
。
脅
吏
を
よ
ん
で
慣
例
を
た
ず
ね
た
と
こ
ろ
、

「
あ
ら

か
じ
め
掲
示
を
出
し
て
周
知
さ
せ
、

か
れ
ら
に
し
っ
か
り
貼
検
の
準

備
を
さ
せ
ま
す
」
と
い
う
。
さ
っ
そ
く
、
そ
ん
な
や
り
か
た
は
い
け

一
幅
の
紙
で
こ
さ
え
た
貼
り
紙
撤
枚
に
、

な
い
と
き
と
し
、

「
鯨
同
学

で
は
何
月
何
日
に
試
験
を
賓
施
す
る
。
各
自
承
知
さ
れ
た
し
」
と
書

く
だ
け
に
さ
せ
た
。
期
日
ま
ぎ
わ
に
、
混
同
吏
が
ふ
た
た
び
申
し
出
て
、

「
慣
例
で
は
日
の
ベ
す
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
ま
す
」
と
い
う
。
ま

た
も
、
断
じ
て
日
の
ベ
は
し
な
い
と
さ
と
し
た
。
王
過

〔
牒
委
〕
「
牒
」
は
文
書
形
式
の
一
種
。
牒
形
式
の
指
令
を
う
け
て
委
任

さ

れ

る

。

'

〔
補
試
〕
こ
こ
は
鯨
撃
の
試
験
を
い
う
。
「
補
試
」
と
あ
づ
て
も
、
い
わ

ゆ
る
追
試
験
の
こ
と
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
全
員
が
卒
業
し
て
入
れ

替
る
わ
け
で
な
い
か
ら
、
ふ
つ
う
の
試
験
に
い
つ
も
「
補
試
L

と
い

う
。
な
お
、
文
集
谷
七
四
に
「
補
試
勝
機
」
が
あ
る
。

〔
例
〕
慣
例
、
あ
る
い
は
規
定
。

〔
固
な
偲
〕
未
詳
。
受
験
の
た
め
の
書
類
を
用
意
し
た
り
、
出
頭
し
て
貼
検

し
た
り
す
る
こ
と
か
。

〔
覆
〕
向
じ
一
件
に
つ
い
て
報
告
す
る
。
復
命
を
も
さ
す

P

〔
展
日
〕
日
の
ベ
す
る
。
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知
南
康

江
南
東
路
に
属
す
る
南
康
軍
(
江
西
省
都
陽
湖
の
西
岸
に
、
現
在
も
同



86 

じ
名
で
よ
ぶ
都
市
が
あ
る
)
の
長
官
で
あ
る
。

「
軍
」
も
州
郡
ク
ラ
ス

の
行
政
匪
劃
で
あ
る
。

朱
子
が
僻
令
を
う
け
た
の
は
淳
岡
山
五
年
(

一
七
八
)
の
八
月
で
あ
る
。

か
れ
は
再
三
僻
退
す
る
と
と
も
に
、

わ
ゆ
る
桐
緑
の
職
(
道
観
の
管
長
に
あ
た
る
〉
に
就
任
す
る
こ
と
を
願

い
出
た
。
し
か
し
、
か
れ
の
請
願
は
ゆ
る
さ
れ
ず
、
結
局
、
翌
六
年

三
月
末
に
赴
任
、

淳
照
八
年
(
二
八
一

〉
閏
三
月
ま
で
在
職
し
た
。

朱
子
の
五
十
歳
よ
り
五
十
二
歳
に
至
る
二
年
間
で
あ
る
。
在
任
中
に

は
管
下
に
あ
い
次
い
で
皐
魁
が
護
生
し
、
そ
の
針
策
に
腐
心
し
た
。

文
集
(
省
二
ハ
)
に
は
こ
の
期
の
陳
情
書
が
少
な
か
ら
ず
残
存
し
て

い
る
。

ま
た
、

か
の
有
名
な
白
鹿
洞
書
院
を
復
奮
し
た
の
も
、
こ

の
期
の
こ
と
で
あ
る
。

的
問
。
今
之
紳
洞
。
無
義
理
者
極
一
多
。
若
嘗
官
慮
。
於
無
義
理
之
神

洞
。
難
是
勅
額
。
凡
祈
祷
之
類
。
不
往
可
否
。
日
。
某
嘗
官
所
至
。

須
理
曾
一
番
。
如
儀
案
所
具
。
合
祈
祷
紳
示
。
有
無
義
理
者
。
使
人

可
也
。
人
傑

校
注

:
1
無
上
有
筏
字
。

M 

「
た
だ
今
の
神
社
で
、
正
賞
な
い
わ
れ
の
な
い
も
の
が
ば
か

に
多
う
ご
ざ
い
ま
す
。

も
し
地
方
長
官
を
つ
と
め
て
お
り
ま
す
場

正
嘗
な
い
わ
れ
の
な
い
紳
枇
に
は
、

た
と
え
勅
額
の
も
の
で

ム口、も
、
祈
願
の
行
事
な
ど
に
行
か
ぬ
ほ
う
が
い
い
で
し
ょ
う
ね
。
」

し、

「
わ
た
し
が
地
方
長
官
と
し
て
行
っ
た
と
こ
ろ
で
は
、

ひ
と一

分
別
し
た
も
の
だ
。

か
な
ら
ず

も
し
(
そ
の
紳
枇
が
〉
儀
案
に
登
録
さ
れ
て

お
れ
ば
、

神
の
お
告
げ
を
祈
願
す
る
べ
き
で
、

正
賞
な
い
わ
れ
の
な

使
者
を
立
て
る
の
が
よ
い
よ
寓
人
傑

〔
義
理
〕
正
嘗
な
い
わ
れ
。
そ
れ
が
な
い
と
は
、
邪
一
柳
渓
洞
な
ど
を
さ
す

だ
ろ
う
c

〔
不
往
可
否
〕
「
否
L

は
「
慶
」
の
如
く
解
す
る
が
よ
か
ろ
う
。
陵
も
否

定
語
が
句
末
の
助
字
化
し
た
も
の
で
あ
る
。

〔
理
曾
〕
し
ま
つ
す
る
・
分
別
す
る
。
宋
・
元
期
の
こ
の
語
の
用
法
は
か

な
り
幅
が
ひ
ろ
い
。

〔
儀
案
〕
府
川
の
祭
洞
閥
係
の
部
局
で
、
中
央
の
礎
部
に
あ
た
る
。
『
宋

史
』
省
一
六
六
・
職
官
六
・
臨
安
府
の
傑
に
「
領
豚
九
。
分
土
・

戸・

儀
・
兵
・
刑
・
工
六
案
」
と
み
え
る
。

い
も
の
が
あ
れ
ば
、
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川
開
輿
陳
尉
読
治
盗
事
。
因
目
。
九
事
須
子
細
韓
祭
。
思
量
到
人
所
思

量
不
到
慮
。
防
備
到
入
所
防
備
不
到
底
。
方
得
無
事
。
叉
日
。
凡
事

若
態
地
盤
心
。
駕
去
不
得
。

又
目
。

須
是
小
心
貸
因
究
。

来
。
毎
見
有
賊
設
。
則
傷
然
皇
恐
。
便
思
自
家
是
長
民
之
官
。
所
以

致
此
是
何
由
。
遂
百
種
矯
牧
捉
。
捉
得
便
自
歓
喜
。
不
捉
得
則
終
夜

某
嘗
作
郡

皇
恐
。
賀
孫



校
注
:
1
種
誤
作
鍾
。

陳
鯨
尉
と
盗
賊
取
締
ま
り
の
話
を
さ
れ
、
そ
の
つ
い
で
に
い
わ
れ

「
な
に
事
も
綿
密
に
調
査
し
て
、
人
が
考
え
つ
か
ん
と
こ
ろ
ま

Tこで
考
え
、
人
が
防
ぎ
き
れ
ん
と
こ
ろ
ま
で
防
い
で
お
か
な
い
と
、
事

故
な
し
と
い
う
わ
け
に
は
参
ら
ぬ
。
」

「
な
に
事
も
か
な
ら
ず
注
意
ぶ
か
く
慎
重
で
あ

る
べ
き
だ
。
も
し
れ
い
の
と
お
り
ぞ
ん
ざ
い
に
し
て
お
く
と
、
抑
え

を
き
か
し
て
ゆ
け
な
い
。
」

ま
た
い
わ
れ
だ
、

ま
た
い
わ
れ
た
、

「
わ
た
し
は
か
つ
て
知
州
を
つ
と
め
た
。

し、

つ

も
盗
賊
が
護
生
す
る
と
、

お
の
の
く
思
い
で
、

じ
ぶ
ん
が
人
民
の
上

に
立
つ
長
官
で
あ
り
、
こ
ん
な
事
態
を
も
た
ら
し
た
の
は
ど
う
し
て

か
と
考
え
、

か
く
て
八
方
手
を
壷
く
し
て
逮
捕
か
た
を
は
か
る
。

か
ま
る
と
う
れ
し
が
り
、

っ
か
ま
ら
ぬ
と
、
夜
っ
び
で
恐
れ
お
の
の

い
た
も
の
だ
。
」
葉
賀
孫

~7 

〔
思
量
不
到
〕
「
動
詞
+
不
到
」
の
形
は
つ
ね
に
不
可
能
の
意
を
と
も
な

ぅ
。
現
代
語
も
同
じ
。

〔
小
心
〕
注
意
す
る
、
細
心
な
こ
と
。
-

〔
衝
心
〕
ぞ
ん
ざ
い
な
。
「
小
心
」
の
反
封
で
、
ど
ち
ら
も
現
代
語
に
活

き
て
い
る
。

〔
駕
去
不
得
〕
「
駕
」
は
制
御
す
る
意
。

「
去
し
は
時
間
的
用
法
(
抑
え

て
ゆ
く
)
。

〔
作
郡
来
〕
「
来
」
は
過
去
の
テ
ン
ス
を
示
す
助
字
。
現
代
語
で
近
い
過

去
を
示
す
「
来
着
」
は
そ
の
な
ご
り
で
あ
る
。

〔
自
家
〕
現
代
語
の
「
自
己
」
、
ま
た
は
一
人
格
代
名
詞
。

〔
牧
捉
〕
逮
捕
す
る
。

言
近
有
人
作
偲
書
請
托
公
事
者
。

目
。
牧
偲
書
而
不
見
下
書
之
人
。
非
善
虚
事
者
。
奮
見
臭
提
刑
逮
公

路
嘗
官
。
凡
下
書
者
。
須
令
嘗
聴
投
下
。
却
時
書
於
背
慮
観
之
。
観

畢
。
方
護
付
其
人
。
令
等
回
書
。
前
輩
庭
事
。
詳
密
如
此
。
叉
某
嘗

官
時
。
有
人
特
書
来
者
。
亦
有
法
以
待
之
。
須
是
留
其
人
喫
湯
。
嘗

面
訴
書
。
若
無
他
。
方
令
其
去
。

校
注
:
1
喫
誤
作
契
。

2
他
誤
作
也
。

的
馬
子
巌
荘
甫
見
先
生
。

先
生

~ 87ー

イコ

馬
子
巌
荘
甫
が
先
生
に
曾
う
て
い
っ
た
、

手
紙
を
書
い
て
訴
訟
事
件
を
頼
み
こ
む
も
の
が
お
り
ま
す
。
」

先
生
が
い
わ
れ
た
、

「
ち
か
ご
ろ
、

に
せ
の

「
に
せ
の
手
紙
を
受
取
り
な
が
ら
、
と
ど
け

た
も
の
に
舎
わ
な
い
の
は
、
も
の
ご
と
の
慮
理
が
ま
ず
い
人
間
だ
。

む
か
し
、
提
貼
刑
獄
の
呉
遼
公
路
ど
の
が
地
方
長
官
を
し
て
い
た
こ

ろ、

手
紙
を
と
ど
け
る
も
の
は
み
な
か
な
ら
ず
公
廷
で
さ
し
出
さ

せ
、
そ
れ
か
ら
か
げ
で
そ
の
手
紙
を
讃
み
、
讃
み
終
え
て
か
ら
は
じ

め
て
そ
の
人
に
麗
劃
し
て
、
返
事
を
待
た
せ
る
。
先
輩
の
人
た
ち
の
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鹿
理
は
、
こ
ん
な
に
念
い
り
だ
っ
た
。

ま
た
、

わ
た
し
も
地
方
長
官
を
し
て
い
た
こ
ろ
、
手
紙
を
持
参
す

る
も
の
が
あ
る
と
、
あ
る
や
り
方
で
あ
し
ら
っ
た
。

か
な
ら
ず
そ
の

人
を
婦
ら
せ
ず
に
お
い
て
湯
茶
を
の
ま
せ
、
眼
の
ま
え
で
封
を
ひ
ら

く
。
も
し
か
わ
っ
た
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
そ
こ
で
は
じ
め
て
立
ち
去

ら
せ
た
。
」
前
人
傑

〔
馬
子
巌
荘
甫
〕
荘
甫
は
あ
ざ
な
。
た
だ
し
こ
の
人
物
は
未
詳
。

〔
般
書
〕
「
俵
」
は
岡
県
の
反
封
、
に
せ
。

〔
公
事
〕
訴
訟
事
件
を
い
う
。

〔
下
書
〕
手
紙
を
と
ど
け
る
。

〔
呉
提
刑
達
公
路
〕
濯
が
名
で
公
路
は
あ
ざ
な
。
『
南
宋
制
撫
年
表
』
二

六
に
「
紹
興
二
O
年
(
一
一
五
O
〉
、
奥
濯
由
左
朝
奉
大
夫
知
慮
州
」

と
み
え
る
。
「
提
刑
」
は
提
鈷
刑
獄
。

〔
背
鹿
〕
人
か
げ
・
人
の
い
な
い
と
こ
ろ
。

〔
後
付
〕
あ
し
ら
う
。

制
因
説
鮮
恵
叔
愛
惜
官
銭
云
。
某
見
人
賂
官
銭
胡
使
。
震
之
痛
心
。

皆

承

弊

政

之

後

。

並

無

分

明

。

凡

所

迭

南
魚
守
。

其
所
用
官
銭
。

遣
。
並
無
定
例
。
但
随
意
所
向
矯
厚
薄
。
問
脊
輩
。
皆
云
。
有
時
這

般
。
官
員
過
往
。
或
十
千
或
五
千
。
後
番
或
是
這
様
。
又
全
不
謹
白

休
了
。
某
塗
云
。
如
此
不
得
。
朝
廷
有
箇
公
庫
在
這
裏
。
若
過
往
官

員
。
嘗
随
其
高
下
多
少
輿
之
。
乃
是
公
道
。
山
一
旦
可
把
震
自
家
私
思
。

於
是
一
立
第
定
例
。
看
是
甚
際
官
員
過
此
。
使
用
甚
廃
例
迭
典
之
。
却

得
公
薄
。
後
来
至
於
凡
入
唐
諸
小
官
。
如
簿
尉
之
属
。
箇
箇
有
五
千

之
助
。
魔
得
意
思
僅
好
。
賀
孫

校
注

:
1
問
誤
作
闘
。
2
是
字
無
。

都
恵
叔
(
僑
)
が
公
金
を
大
切
に
す
る
と
い
う
話
を
さ
れ
た
つ
い

で
に
、
い
わ
れ
た
、
「
わ
た
し
は
人
が
公
金
を
で
た
ら
め
に
使
う
の

が
}
見
る
と
、
そ
の
こ
と
に
胸
を
い
た
め
た
も
の
だ
。
知
州
を
二
度
つ

と
め
、
ど
ち
ら
も
悪
政
の
あ
と
を
う
け
纏
レ
だ
。
か
れ
ら
が
使
用
し

た
公
金
は
、

ま
る
で
は
っ
き
り
し
と
ら
ん
の
だ
。
迭
り
も
の
に
使
う

- 88ー

金
と
い
う
金
に
は
、
ぜ
ん
ぜ
ん
規
定
が
な
く
、

た
だ
き
も
ち
の
向
き

加
減
で
多
寡
が
き
め
ら
れ
て
い
た
。
脅
吏
た
ち
に
た
ず
ね
る
と
、

み

『
時
に
は
こ
ん
な
ふ
う
に
や
り
ま
し
た
。
官
人
が
通
、
場

さ
れ
ま
す
際
は
、
十
貫
だ
っ
た
り
五
貫
だ
っ
た
り
と
い
う
わ
け
で
、

ん
な
い
う
、

後
に
は
そ
う
い
う
ふ
う
に
も
し
た
り
、
ぜ
ん
ぜ
ん
迭
ら
ず
に
す
ま
せ

た
こ
と
も
あ
り
ま
す
じ
そ
こ
で
わ
た
し
は
い
っ
た
、
可
そ
ん
な
こ
と

で
は
い
か
ん
。
朝
廷
に
は
ち
ゃ
ん
と
公
使
庫
と
い
う
も
の
が
あ
る
の

x-
。
φ
h
 

通
過
す
る
官
人
の
場
合
は
、

そ
の
人
の
身
分
の
高
下
に
鹿
じ

そ
れ
相
臆
の
金
額
を
あ
た
え
る
、
そ
れ
が
公
卒
と
い
う
も
の

だ
。
そ
れ
で
自
分
の
私
恩
を
貰
る
な
ん
て
と
ん
で
も
な
い
こ
と
だ
。
』

て、



そ
こ
で
規
定
を
つ
く
り
、
ど
ん
な
官
人
が
こ
こ
を
通
ろ
う
と
、
そ

の
身
分
に
鹿
じ
た
規
定
で
塗
る
こ
と
に
し
て
、
な
か
な
か
公
正
に
や

れ
た
。そ

の
後
、
贋
東
入
り
す
る
下
紐
官
員
た
ち
、

た
と
え
ば
主
簿
・
蘇

尉
グ
ラ
ス
の
も
の
に
ま
で
、
そ
れ
ぞ
れ
五
貫
の
手
首
を
出
し
、
と
て

も
ぐ
あ
い
が
い
い
よ
う
に
思
わ
れ
た
。
」
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〔
節
恵
叔
〕
恵
叔
は
鄭
僑
の
あ
ざ
な
。
淫
感
辰
(
玉
山
、
一
一
一
八
l
七

ム
ハ
〉
の
門
弟
。
『
宋
元
事
案
』
四
六
に
み
え
る
。

〔
胡
使
〕
「
胡
」
は
で
た
ら
め
、
「
胡
蹴
」
「
胡
塗
」
の
胡
。

〔
官
員
過
往
〕
通
過
す
る
官
人
に
送
ら
れ
た
遠
行
手
嘗
を
さ
す
。
州
に
の

み
公
使
銭
(
公
用
銭
と
も
い
う
〉
の
定
額
が
割
り
あ
て
ら
れ
て
、
大

官
の
接
待
費
な
ど
も
そ
れ
で
ま
か
な
わ
れ
た
。
参
照
:
佐
伯
富
「
宋

代
の
公
使
銭
に
つ
い
て
」
(
「
東
洋
事
報
」
四
七
の
一
・
二
腕
〉
な

お
、
公
使
銭
は
し
ば
し
ば
出
版
に
も
使
わ
れ
た
。

〔
十
千
・
五
千
〕
千
は
千
銭
、
す
な
わ
ち
一
貫
。

〔
後
番
〕
の
ち
の
時
、
俗
語
。

〔
白
休
了
〕
「
自
」
は
文
言
の
よ
此
・
空
」
。
「
休
了
」
は
現
代
語
の
「
罷

了」
、
そ
の
ま
ま
で
す
ま
す
意
。

〔
不
得
〕
い
け
な
一ぃ
。
現
代
語
の

1
不
行
」
の
意
に
近
い
。

〔
公
庫
〕
公
使
銭
を
保
管
す
る
倉
庫
、
す
な
わ
ち
公
使
康
を
い
う
。

〔
在
這
裏
〕
語
類
に
特
徴
的
な
表
現
で
、
上
に
の
ベ
る
動
作
・
吠
態
の
確

賞
さ
を
強
調
す
る
。
こ
こ
乃
至
こ
の
土
地
に
と
い
う
こ
と
で
は
な

ぃ
。
倉
一
一
五
「
潟
皐
之
道
。
如
人
耕
種
一
般
。
先
須
緋
了
一
片
池

在
這
裏
了
。
方
可
在
上
耕
種
。
」
(
皐
聞
の
や
り
方
は
、
人
が
耕
作
す

る
の
と
同
じ
だ
。
ま
ず
ち
ゃ
ん
と
一
つ
の
土
地
を
と
と
の
え
て
お
か

な
い
と
、
そ
の
う
え
で
耕
作
す
る
と
い
う
わ
け
に
ゆ
か
ん
)
。
倉
一

一
七
「
若
抱
這
些
一
子
道
理
。
只
管
守
定
在
這
裏
。
則
相
似
山
林
苦
行

一
般
。
便
都
無
事
可
倣
了
。
」
(
も
し
こ
れ
ら
の
道
理
に
じ
っ
と
か
じ

り
つ
い
て
ば
か
り
い
る
と
、
山
林
の
苦
行
み
た
い
で
、
な
に
も
や
れ

な
く
な
る
〉
。

〔
公
道
〕
公
卒
。
現
代
語
も
同
じ
。

〔
看
是
甚
腹
官
員
過
此
。
使
用
甚
腰
例
途
輿
之
〕
上
下
の
疑
問
詞
「
甚

慶
」
は
呼
臆
し
て
、
同
じ
も
の
を
き
す
こ
と
、
現
代
白
話
一
の
語
法
の

と
お
り
で
あ
る
。
な
お
、
こ
こ
で
は
確
認
で
き
な
い
が
、
「
看
(
是
)
」

の
下
に
疑
問
詞
が
お
か
れ
る
と
、
「
不
管
」
ハ
・
;
:
で
あ
ろ
う
と
)

の
意
を
も
つ
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
後
僚

で
詳
し
く
ふ
れ
る
。

〔
意
思
鐙
好
〕
と
て
も
き
も
ち
(
ぐ
あ
い
〉
が
い
い
。
「
鑑
」
は
現
代
語

の
「
彼
」
よ
り
強
い
。
語
類
に
特
徴
的
な
助
字
で
あ
る
。

- 89ー

例
因
論
常
卒
倉
目
。
某
自
典
二
州
。
知
常
卒
之
弊
如
此
。
更
不
敢
理

禽
着
。
南
康
自
有
五
六
高
石
。
津
州
亦
六
七
高
石
。
輩
是
浮
挨
空

殻
。
如
何
敢
挑
動
。
這
一

一件
事
。
不
知
倣
甚
際
合
殺
。
某
在
漸
東
。

嘗
奏
云
。
常
卒
倉
輿
省
倉
。
不
可
相
連
。
須
是
東
西
置
立
。
令
商
倉

相
去
遠
。
方
可
c

毎
常
官
吏
検
貼
省
倉
。
則
掛
省
倉
某
競
牌
子
。
検
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貼
常
卒
倉
。
則
掛
常
卒
倉
牌
子
。
只
是
一
箇
倉
。
互
相
遮
蹄
。
今
所

在
常
卒
倉
。
都
敬
司
法
管
。
此
最
不
是
。
少
間
太
守
要
侵
支
使
。
一

司
法
如
何
敢
劫
他
。
逼
剣
雄
管
常
卒
。
而
其
職
質
管
於
司
法
。
叉
所

在
通
判
。
大
率
避
嫌
。
不
敢
興
知
州
争
事
。
韓
文
公
所
謂
例
以
嫌
不

可
否
事
者
也
。

且
如
鰹
組
制
銭
牙
契
銭
倍
契
銭
之
類
。
意
被
知
州
踊

朝
廷
奪
去
。
更
不
敢
争
。
倒

校
注

:
1
使
一
一
一
字
無
。

常
卒
倉
の
こ
と
を
議
論
し
た
お
り
に
い
わ
れ
た
、

「
わ
た
し
自
身

が
、
二
つ
の
州
の
知
事
を
つ
と
め
た
か
ら
、
常
卒
倉
の
弊
害
が
そ
う

だ
と
い
う
こ
と
は
心
得
と
る
。
も
は
や
手
が
つ
け
ら
れ
ま
い
な
。
南

康
に
は
ち
ゃ
ん
と
玉
、
六
高
石
が
あ
り
、
湾
州
に
も
六
、
七
高
石
、

そ
れ
が
す
っ
か
り
く
ず
み
よ
さ
ば
か
り
で
、
と
て
も
も
ち
出
せ
る
も

の
で
は
な
い
の
だ
。
こ
い
つ
は
ど
う
し
て
始
末
し
た
も
の
や
ら
。

わ
た
し
は
漸
東
に
い
た
こ
ろ
、
上
奏
し
た
こ
と
が
あ
る
。
『
常
卒
倉

と
省
庫
と
は
く
っ
つ
け
て
お
い
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
東
西
に
分
け
て

設
け
、
二
つ
の
倉
庫
の
距
離
を
は
な
し
て
お
か
ぬ
と
い
け
ま
せ
ん
。

い
つ
も
官
吏
が
省
倉
を
貼
徐
し
ま
す
と
き
に
は
、
省
倉
何
続
と
い
う

看
板
を
か
け
、
常
卒
倉
を
軸
'検
し
ま
す
と
き
に
は
、
常
卒
倉
の
看
板

を
か
け
、
同
じ
一
つ
の
倉
を
相
互
に
ご
ま
か
し
て
お
り
ま
す
c

』

い
ま
、
ど
こ
の
常
卒
倉
ゐ
司
法
参
軍
に
管
理
さ
せ
て
お
り
、
こ
れ

が
な
に
よ
り
い
け
な
い
の
だ
。
や
が
て
、
太
守
が
手
を
つ
け
て
使
い

』
も
う
と
す
る
と
き
、

た
か
が
司
法
の
身
に
ど
う
し
て
逆
ら
う
わ
け

に
ゆ
く
。
通
剣
は
常
卒
倉
を
管
理
し
て
る
が
、
そ
の
職
務
は
、
貫
際

は
司
法
参
軍
の
管
轄
下
に
あ
る
。
そ
れ
に
、
各
地
の
逼
剣
は
い
ろ
眼

で
見
ら
れ
る
の
を
避
け
、
知
州
に
異
を
た
て
る
こ
と
を
ょ
う
せ
ん
。

ま
ぎ
れ

韓
文
公
(
韓
愈
〉
の
い
う

多例
ト
シ
テ
嫌
ヲ
以
テ
事
ヲ
可
否
セ
ズ
ク

だ
よ
。

た
と
え
ば
、
輝
総
制
銭
・
牙
契
銭
・
倍
契
鎮
の
た
ぐ
い
は
、

中
央
醸
の
眼
を
か
す
め
て
、ぜ
ん
ぶ
知
州
に
ふ
ん
だ
く
ら
れ
で
も
、
ぜ

ん
ぜ
ん
抗
ら
う
わ
け
に
ゆ
か
ん
の
だ
。
」
沈
側

-90-

〔
常
卒
倉
〕
米
殺
を
調
節
す
る
た
め
に
設
け
た
倉
庫
。
だ
が
、
そ
の
た
め

に
種
々
の
弊
害
が
生
じ
た
。
そ
れ
が
下
文
の
「
常
卒
之
弊
」
で
あ

司令
。

〔
滋
州
〕
編
建
路
に
属
す
る
州
。
現
在
の
縫
渓
を
中
心
と
す
る
。

〔
浬
曾
着
〕
「
着
」
は
語
助
。
(
か
ま
い
)
つ
け
る
意
。

〔
浮
挨
空
殻
〕
ご
み
く
ず
や
み
よ
さ
。

〔
挑
動
〕
「
挑
」
は
天
秤
棒
で
か
つ
ぐ
こ
と
、
こ
こ
は
使
用
す
る
た
め
に

倉
庫
よ
り
運
び
出
す
意
。

〔
合
殺
〕
し
ま
つ
す
る
。
類
似
の
語
に
「
枚
殺
」
が
あ
り
、
と
も
に
語
録

類
に
特
徴
的
な
俗
語
。

〔
某
在
祈
東
〕
朱
子
は
こ
の
南
康
軍
長
官
に
ひ
も
き
つ
づ
い
て
、

「
提
暴
雨
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湖
東
路
常
卒
茶
路
公
事
」
の
職
を
奔
命
し
、
淳
烈
八
年
(
一
一
八
一
)

八
月
よ
り
翌
年
九
月
ま
で
掘
削
江
省
紹
興
に
あ
っ
た
。

〔
省
庫
〕
税
糧
を
納
め
て
お
く
向
書
省
戸
部
所
管
の
倉
庫
。

〔
須
(
是
〉
:
:
;
方
可
〕
ぜ
ひ
:
;
:
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
『
朱
子
語
類
』

に
慣
用
の
句
法
。
「
方
」
は
「
始
」
、
「
可
」
は
「
得
」
に
も
つ
く
る
。

〔
牌
子
〕
名
ふ
だ
・
看
板
。

〔
司
法
〕
司
法
参
軍
の
略
。

〔
少
閲
〕
し
ば
ら
く
し
て
、
ま
も
な
く
(
俗
語
)
。
ー

〔
侵
支
使
〕
「
侵
使
」
「
侵
支
」
と
し
て
も
用
い
る
。
不
正
の
使
い
こ
み

を
い
う
。

〔
例
以
嫌
不
可
否
事
)
唐
・
韓
愈
の
「
藍
回
鯨
丞
腹
壁
記
」
に
み
え
る

|
|
丞
之
職
所
以
武
令
。
於
一
回
巴
無
所
不
嘗
。
問
其
下
主
簿
尉
。
主

簿
尉
乃
有
分
職
。
丞
位
高
而
信
。
例
以
嫌
不
可
否
事
。
末
句
の
意

は
、
「
あ
ら
ぬ
疑
い
を
さ
け
て
事
の
可
否
を
断
定
し
な
い
の
が
通
例

で
あ
る
J

」

〔
且
如
〕
た
と
え
ば
。
語
録
類
に
習
用
さ
れ
る
俗
語
。

〔
経
線
制
銭
〕
愛
生
や
内
容
種
目
に
差
違
が
あ
る
の
で
、
い
ち
お
う
経
制

銭
・
線
制
銭
と
百
四
別
さ
れ
る
が
、
ほ
ぼ
相
似
た
性
格
の
割
増
し
徴
枚
の

間
接
税
。
参
看
:
曾
我
部
静
雄
『
宋
代
財
政
史
』
四
七
・
四
八
ペ
ー
ジ。

〔
牙
契
銭
〕
不
動
産
寅
買
の
契
約
に
か
け
ら
れ
る
園
積
。
い
わ
ゆ
る
契
税

で
あ
る
。

〔
倍
契
銭
〕
期
限
ま
で
に
契
税
を
納
付
し
な
い
も
の
に
、
さ
ら
に
期
限
を

設
け
て
納
付
さ
せ
る
倍
績
の
課
税
右
い
う
。
参
照
:
久
富
欝
「
南
宋

の
財
政
と
経
線
制
銭
」
(
『北
大
史
事
』
第
九
競
牧
〉
。
要
す
る
に
、

こ
こ
に
列
奉
さ
れ
た
も
の
は
、
歳
入
と
し
て
園
庫
に
納
入
さ
れ
る
べ

き
も
の
で
あ
る
。

側
郭
兄
言
。
本
朝
之
守
令
極
善
。
先
生
日
。
却
無
前
代
尾
大
不
掠
之

患
。
町
是
州
勝
無
種
。
卒
有
蟹
故
。
更
支
捧
不
住
。
伺
因
拳
祖
宗
官

制
沿
革
中
設
。
祖
宗
時
。
州
郡
禁
兵
額
極
多
。
叉
有
諸
名
色
銭
。
可

以
贈
養
。
及
至
王
介
甫
作
相
。
凡
州
郡
之
兵
財
。
壷
剖
刷
掃
朝
廷
。

而
州
郡
盆
虚
。
所
以
後
来
大
飢
。
天
下
瓦
解
。
由
州
郡
無
兵
無
財
而

然
也
。
先
生
日
。
只
組
宗
時
。
州
郡
己
自
軽
了
。
如
仁
宗
朝
。
京
西

群
盗
横
行
。
破
州
屠
照
。
更
無
如
之
何
。
有
某
賊
園
京
西
。
某
州
太

守
無
力
拒
之
。
太
守
姓
見
。
忘
其
名
。
塗
鍍
金
島
。
賂
之
使
去
。
似
訳
家

朝
廷
聞
之
。
冨
鄭
ゐ
大
怒
。
欲
訣
が
守
云
。
量
有
任
千
里
之
寄
。
不

能
拒
賊
。
而
反
賂
之
者
。
氾
文
正
公
争
之
目
。
不
可
。
州
郡
無
兵
無

財
。
他
賂
何
揮
拒
。
今
他
能
権
宜
臆
饗
。
姑
可
以
全
一
城
之
生
霊
。

則
亦
可
笑
。
量
可
反
罪
之
也
。
然
則
彼
時
州
郡
己
如
此
虚
弱
了
。

如
何
壷
推
得
介
甫
。
介
甫
只
是
剖
刷
太
甚
。
凡
州
郡
禁
兵
。
闘
額
壷

令
勿
補
填
。
且
如
一
州
有
千
人
禁
軍
額
。
闘
五
百
人
。
則
本
郡
不
得

招
填
。
毎
歳
権
留
五
百
名
之
友
糧
弁
二
季
衣
賜
之
物
。
令
轄
運
使
掌

之
。
市
垂
蹄
於
朝
廷
。
如
此
隣
得
銭
。
不
可
勝
計
。
隙
わ
云
。
記

得
先
生
説
。
数
提
刑
掌
之
個
師
朝
廷
。
名
目
封
椿
紋
額
禁
軍
銭
。
又
云
。
也
怪
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不
得
。
州
郡
欲
添
兵
。
誠
無
糧
食
給
之
。
其
勢
多
招
不
得
。
某
守
南

康

。

某

到

む

時

。

嘗
有
千
人
禁
軍
額
。

機
有
二
百
人
市
巴
。

然
歳

己
自
闘
供
給
。
本
軍
毎
年
有
租
米
四
高
六
千
石
。
以
三
寓
九
千
衆
上

供
。
所
徐
者
止
七
千
石
。
僅
能
脂
得
三
月
之
糧
。
三
月
之
外
使
用
別

壁
霊
措
置
。
如
餅
面
加
量
之
属
叉
輩
。
則
預
於
民
間
借
支
。
方
借
之

時
。
早
穀
方
熱
。
不
得
己
出
務
。
令
民
先
勝
早
米
衆
納
。
亦
謂
之
利

米
。
侯
多
則
折
除
其
租
米
。
亦
嘗
大
米
之
数
。
如
此
猶
婚
不
給
。
蕎

皇
数
数
有
旨
揮
下
来
。
必
欲
招
満
千
人
之
額
。
某
申
去
云
。
不
難
於

招
。
只
是
無
討
糧
食
庭
。
叉
行
下
云
。
便
不
及
千
人
。
亦
須
招
填
五

百
人
。
雄
聖
旨
如
此
。
然
移
無
得
銭
糧
慮
。
只
得
如
此
挨
、過
日
子
而

己
。
想
得
自
初
千
人
之
額
。
自
来
不
曾
及
致
。
蓋
州
郡
只
有
許
多

米
。
他
無
来
慮
。
何
以
贈
給
之
。
然
上
供
外
。
所
飴
七
千
石
。
州
郡

亦
不
得
用
。
轄
運
使
毎
歳
行
文
字
下
来
約
束
。
只
数
格
留
在
本
州
。

不
得
侵
支
。
穎
粒
那
裏
有
。
年
年
侵
使
了
。
毎
監
司
使
公
吏
下
衆
検
視
。

州
都
叉
厚
賂
選
之
。
使
む
去
。
全
無
頼
粒
。
怪
不
得
。
若
更
不
得
支
此

米
。
何
従
得
贈
軍
。
然
亦
只
賂
得
雨
三
月
。
何
況
都
無
。
非
天
雨
鬼

職
。
何
従
得
来
。
某
在
彼
時
。
顔
魯
子
・
王
宵
賢
屡
行
文
字
下
来
。

某
報
去
一
玄
。
累
任
即
無
頼
粒
見
在
。
難
上
司
約
束
分

今
来
上
司
不
若
爵
之
諮
除
其
数
。

令
不
得
動
。

明

奈
歳
用
支
使
何
。

若
守
此

虚
名
而
無
寅
。
徒
魚
脊
吏
輩
賂
賄
之
地
。
叉
況
州
郡
毎
歳
舞
此
米
支

遣
。
決
不
能
如
約
束
。
何
似
罷
之
。
更
不
聴
。
督
責
愈
念
。
顔
魯
子

叉
推
王
斉
賢
。
王
斉
賢
叉
推
顔
魯
子
。
及
王
斉
賢
去
。
顔
依
奮
行
下

約
束
。
却
被
某
不
能
管
得
。
只
認
他
支
使
了
。
若
以
魚
罪
。
則
前
後

之
魚
守
者
。
皆
一
様
。
又
何
従
根
究
。
其
勢
不
奈
何
。

只
得
如
此

慮
。
卓校

注
:
此
篠
見
倉
一

O
八
論
治
道
第
一
九
係
。
-
郭
兄
作
或
。

2
本
朝

作
今
。
3
極
作
亦
。

4
輩
出
口
下
有
隻
行
注
云
「
卓
録
起
此
作
郭
兄
問
。
」

5
先
生
二
字
無
。

6
郎
作
只
。

7
無
檎
作
太
軽
。
下
有
繁
行
注
云

「
卓
録
作
無
構
。
」

8
兵
下
有
之
字
。

9
諸
下
有
般
{
子
。

ω至
字

無
。
日
之
字
都
冊
。
ロ
室
副
削
刷
作
皆
括
ニ
字
。
日
郡
作
前
脚
。

u大国乱

作
之
愛
。
江
川
而
然
作
故
。
時
先
生
二
字
無
。
げ
更
字
無
。

m有
某

賊
云
々
二
十
七
字
作
「
准
南
盗
王
倫
破
高
郵
郡
守
田
兆
仲
約
以
郡
無

兵
財
途
開
門
橋
之
」
。
下
有
繁
行
注
云
「
卓
録
作
欽
金
自
巾
賂
之
。
」

印
後
来
朝
廷
関
之
六
字
無
。
加
公
下
有
聞
之
二
字
。
幻
太
守
云
作

守
臣
日
。
沼
者
{
子
無
。
幻
不
可
二
字
無
。

M
他
作
曲
伴
之
。
お
他
作

守
臣

o
m姑
可
二
字
無
。
幻
則
字
無
。
犯
罪
之
也
作
以
震
罪
耶
。

却
推
作
賞
。
初
甫
下
有
俊
行
注
云
「
伺
O
卓
録
今
附
子
下
。
」
幻

燃
作
然
。
認
丈
誤
作
文
。
お
柏
駅
誤
作
鉄
。
弘
之
字
無
。
お
旨
作

指
。
お
之
字
無
o

U
任
作
政
。
お
他
字
無
。
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郭
兄
(
郭
友
仁
〉
が
い
っ
た
、

「
わ
が
宋
朝
の
守
・
令
(
州
・
燃
の
知
事
〉

は
と
て
も
お
と
な
し
い
で
す
ね
J



先
生
が
い
か
れ
た
、

タ
尻
尾
で
っ
か
ち
で
睦
の

「
前
代
の
よ
う
に

自
由
が
き
か
ぬ
。
と
い
う
級
陥
が
な
い
か
ら
ね
。

つ
ま
り
、
州
・
鯨

に
は
擢
力
が
な
く
て
、
急
に
異
獲
が
起
き
る
と
、

ま
る
で
支
え
き
れ

ん
の
だ
。
」

そ
こ
で
、
沈
伺
が
わ
が
朝
皇
租
皇
宗
の
官
制
の
沿
革
を
あ
げ
、
そ

の
な
か
で
こ
う
い
っ
た
、

「
皇
祖
皇
宗
の
こ
ろ
は
、
州
郡
の
正
規
軍

の
定
員
は
ず
い
ぶ
ん
多
か
っ
た
し
、
そ
れ
に
、

い
ろ
ん
な
名
目
の
財

源
が
あ
っ
て
、

か
れ
ら
を
ま
か
な
う
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
王
介
甫

ハ
安
石
)
が
宰
相
に
な
り
ま
す
と
、

州
郡
と
い
う
州
郡
の
兵
力
と
財

源
が
す
っ
か
り
倒
ら
れ
て
中
央
政
府
の
も
の
に
な
り
、
州
郡
は
ま
す

ま
す
弱
鰻
化
し
、
で
す
か
ら
、
そ
の
あ
と
で
大
混
範
に
な
り
、
天
下

が
瓦
解
し
ま
し
た
の
は
、
州
郡
に
丘
ハ
ガ
も
な
け
れ
ば
財
源
も
な
い
・の

で
、
そ
う
な
っ
た
の
で
す
。
」

先
生
が
い
わ
れ
た
、
寸
歴
代
皇
帝
の
こ
ろ
か
ら
し
て
、
州
郡
は
徴

力
に
な
っ
て
い
た
の
だ
。
た
と
え
ば
仁
宗
朝
の
こ
ろ
、
京
西
路
に
群

盗
が
横
行
し
、
州
・
腺
は
ど
ん
ど
ん
陥
落
し
て
、
ま
る
で
手
の
つ
け

よ
う
も
な
か
っ
た
。
あ
る
匠
賊
が
京
西
地
匿
を
包
囲
し
た
と
き
、
あ

93 

る
州
の
太
守
は
防
ぎ
止
め
る
力
が
な
い
も
ん
だ
か
ら
、

晃
、
そ
の
名
ま
え
は
忘
れ
た
。
金
品
を
あ
つ
め
、

太
守
の
姓
は

や
つ
に
つ
か
ま
せ
て

立
ち
去
ら
せ
た
。

の
ち
に
そ
の
こ
と
が
中
央
政
府
の
耳
に
は
い
つ

そ
の
太
守
を
慮
刑
し

た

富
鄭
公
(
弼
)
は
た
い
そ
う
腹
を
立
て
、

ょ
う
と
し
て
い
ア
た
、

『
か
り
に
も
千
里
の
地
に
長
官
た
る
重
任
を

か
え
っ
て
賄

託
さ
れ
な
が
ら
、
賊
を
防
ぎ
止
め
る
こ
と
が
で
き
ず
、

賂
を
遺
る
や
つ
な
ん
で
あ
る
も
ん
か
。
』

ん
。沼
州文
郡正
に公
は(
丘イ中

元警
カ， Iょ ず

な・ r

そ
く よ訓

財合

ぞき
宍 Z
V 占と

か苧
れ 3t
はLfz

な『
にそ
で り
防や
げい
tまカミ

、
、
、
ノ
エ
-
、
。

L
L
q
t
L
 

か
れ
は
か
り
の
手
を
打
っ
て
異
常
事
態
に
封

い
ま
、

虚
し
、
と
も
か
く
も
全
域
内
の
人
民
を
救
っ
た
の
だ
か
ら
、
そ
れ
で

- 93ー

い
い
の
さ
。
そ
れ
を
あ
べ
こ
べ
に
慮
罰
し
て
い
い
も
ん
か
ね
。
』

そ
う
だ
と
す
る
と
、
嘗
時
か
ら
州
郡
は
ひ
ど
く
虚
弱
化
し
て
い
た

の
だ
。
な
に
も
か
も
王
介
甫
の
せ
い
に
し
て
い
い
も
ん
じ
ゃ
な
い
。

王
介
甫
は
け
ず
り
か
た
が
ひ
ど
す
、
ぎ
た
と
い
う
だ
け
で
、
州
郡
と
い

う
州
郡
の
正
規
軍
の
依
員
は
、
ぜ
ん
ぶ
補
填
さ
せ
ん
よ
う
に
し
た
。

た
と
え
ば
、

一
つ
の
州
に
定
員
千
人
の
正
規
軍
が
あ
り
、
五
百
人
の

依
員
が
出
て
も
、
そ
の
郡
で
は
徴
募
し
て
補
填
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
。
毎
年
五
百
人
分
の
衣
料
・
食
糧
お
よ
び
春
多
二
季
の
御
下
賜
衣
料

を
わ
り
つ
け
保
留
さ
せ
、
輔
運
使
に
扱
わ
せ
て
ぜ
ん
ぶ
中
央
政
府
の

も
の
に
さ
せ
た
。
こ
う
し
て
浮
か
せ
た
多
額
の
金
は
、
教
え
き
れ
ん
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ほ
ど
だ
。
」
陳
丈
ハ
陳
淳
?
)
が
い
「
た
、
「
た
し
か
先
生
は
こ
う
い
わ
れ
た
、

提
貼
刑
獄
に
扱
わ
せ
て
中
央
政
府
の
も
の
に
さ
せ
、
そ
の
金
を
封
格
飲
額
禁

寧
銭
と
名
づ
け
た
と
」
。

ま
た
い
わ
れ
た
、

「
む
り
も
な
い
よ
、
州
郡
は
兵
力
を
増
強
し
た

く
て
も
、
支
給
す
べ
き
食
糧
が
な
い
ん
だ
か
ら
、
し
ぜ
ん
、
た
い
て

い
の
場
合
が
募
集
で
き
な
い
。
わ
た
し
は
南
康
の
知
事
を
つ
と
め
た
。

か
り
て
は
正
規
軍
の
定
員
が
千
人
あ
っ
た
が
、

わ
た
し
が
就
任
し
た

と
き
は
や
っ
と
こ
百
人
ぽ
っ
ち
だ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
年
年
の
牧
穫

か
ら
し
て
供
給
に
は
足
り
な
い
。
南
康
軍
に
は
毎
年
、
年
貢
米
が
四

高
六
千
石
、
そ
の
う
ち
の
三
高
九
千
石
を
中
央
政
府
に
供
納
し
、
残

み
っ
き

り
は
わ
ず
か
七
千
石
、
や
っ
と
三
月
の
食
糧
し
か
ま
か
な
え
ず
、
三

月
か
ら
さ
き
は
別
の
蕗
置
を
講
ず
る
。
も
し
、
質
際
の
桝
目
よ
り
除

分
に
徴
牧
し
て
い
た
分
も
底
を
つ
く
と
、
民
聞
か
ら
借
り
て
支
給
す

る
。
借
用
す
る
こ
ろ
は
ち
ょ
う
ど
早
場
米
が
貰
っ
て
お
り
、

や
む
を

え
ず
布
令
を
出
し
て
、
民
に
前
納
で
早
場
米
を
お
さ
め
さ
せ
、

や
』主

り
そ
れ
を
〈
利
米
〉
と
い
い
、
多
に
な
っ
て
か
ら
か
れ
ら
の
供
出
米

か
ら
差
っ
引
き
、
ま
と
も
な
米
の
あ
っ
か
い
を
し
た
。
こ
ん
な
ふ
う

に
や
っ
て
も
、
な
お
ま
か
な
い
か
ね
た
の
だ
。

欝
皇
(
孝
宗
〉
が
た
び
た
び
指
令
を
出
さ
れ
て
、

千
人
の
定
員
を

ぜ
ひ
揃
た
そ
う
と
さ
れ
る
の
で
、

わ
た
し
は
『
徴
募
に
困
難
は
あ
り

ま
せ
ん
。
た
だ
食
糧
を
入
手
す
る
手
が
な
い
の
で
す
』
と
上
申
し
た

が
、
ま
た
指
令
が
出
さ
れ
た
、
『
た
と
え
千
人
に
達
し
な
く
て
も
、

ぜ
ひ
と
も
五
百
人
を
募
集
し
て
補
填
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
』

大
御
心

が
よ
し
ん
ば
そ
う
で
あ
っ
て
も
、
結
局
、
金
銭
と
食
糧
を
入
手
す
る

手
が
な
く
、
れ
い
の
調
子
で
日
を
迭
る
ほ
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

お
も
え
ば
嘗
初
の
千
人
の
定
員
か
ら
し
て
、

一
ど
も
数
に
達
し
た

こ
と
が
な
か
ア
た
。
州
郡
に
は
大
量
の
米
が
あ
る
と
い
う
だ
け
で
、

そ
れ
の
も
っ
て
来
よ
う
が
な
く
、

ま
か
な
え
る
わ
け
が
な
い
。
と
こ
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ろ
が
中
央
政
府
〈
の
供
納
分
を
除
い
た
残
り
の
七
千
石
だ
っ
て
、
州

郡
に
は
使
わ
せ
て
も
ら
え
ん
。
轄
運
使
か
ら
毎
年
文
書
が
来
て
そ
れ

を
お
さ
え
、
そ
の
州
に
保
留
さ
せ
て
お
く
だ
け
で
、
使
い
こ
め
ぬ
よ

う
に
し
て
あ
る
。
(
だ
け
ど
)
現
物
な
ん
か
あ
る
わ
け
が
な
く
、
毎
年

毎
年
使
い
こ
ん
で
、
監
督
官
勝
が
公
吏
を
検
分
に
よ
こ
す
と
、

州
郡
で
は

ま
た
し
て
も
た
っ
ぷ
り
賄
賂
を
使
っ
て
腕
ら
せ
る
。
現
物
は
す
司
か
り
な

ぃ
。
む
り
も
な
い
さ
、
こ
の
米
が
支
給
し
て
も
ら
え
な
か
っ
た
ら
、

軍
隊
を
ま
か
な
う
に
も
よ
し
な
い
わ
け
だ
。

そ
ん
な
に
し
て
も
(
使

い
こ
ん
で
寧
隊
に
支
給
し
て
も
〉
二
、
三
か
月
し
か
ま
か
な
え
な
い
し
、

ま
し
て
全
く
な
い
ん
だ
か
ら
ね
。
天
が
降
ら
す
か
幽
霊
が
運
ん
で
で



も
く
れ
ん
か
ぎ
り
、
手
に
入
れ
よ
う
が
な
い
の
だ
。

わ
た
し
が
む
こ
う
に
い
た
こ
ろ
、
顔
魯
子
(
度
〉
・
王
膏
賢
(
師
愈
)

が
頻
り
に
文
書
を
よ
こ
し
て
、
手
を
つ
け
て
は
な
ら
ん
と
い
っ
た
。

わ
た
し
は
報
告
し
て
い
司
た
、
『
代
代
の
知
事
の
時
か
ら
米
は
残
っ

て
い
ま
せ
ん
。
た
と
え
、
上
司
が
取
締
ま
っ
て
き
っ
ぱ
り
さ
せ
よ
う

と
し
て
も
、
年
間
の
財
用
の
支
給
分
は
ど
う
し
よ
う
も
あ
り
ま
せ
ん
。

た
だ
今
か
ら
、
上
司
は
そ
の
数
量
分
を
除
外
し
て
く
だ
す
っ
た
ほ
う

が
よ
ろ
し
い
。

も
し
こ
ん
な
ふ
う
に
虚
名
を
守
っ
て
賓
が
な
い
な

ら
、
脅
吏
ど
も
の
牧
賄
の
場
に
な
り
ま
す
。
ま
し
て
州
郡
で
は
毎
年

」
の
米
の
お
か
げ
で
支
給
が
や
れ
て
い
る
の
で
す
。
取
締
ま
り
ど
お

り
に
は
絶
割
に
ゃ
れ
な
い
の
で
す
か
ら
、

だ
が
、
て
ん
で
き
い
て
く
れ
ず
、

や
め
た
ほ
う
が
よ
ろ
し

ぃ。』

責
任
追
求
は
い
よ
い
よ
き

び
し
く
な
る
。
顔
魯
子
は
顔
魯
子
で
王
脅
賢
の
せ
い
に
す
る
し
、

膏
賢
は
王
費
賢
で
顔
魯
子
の
せ
い
に
す
る
。
王
斉
賢
が
去
る
と
、
顔

は
あ
い
か
わ
ら
ず
取
締
ま
り
か
た
の
文
書
を
よ
こ
し
た
が
、

わ
た
し

に
管
理
し
か
ね
る
と
い
わ
れ
て
、
使
用
を
認
め
る
ほ
か
な
い
肢
態
だ

っ
た
。
も
し
そ
れ
で
慮
罰
す
る
と
あ
れ
ば
、
前
後
の
知
州
を
つ
と
め

た
も
の
は
み
な
同
じ
で
、
糾
明
の
し
ょ
う
も
な
い
。
行
き
が
か
り
上
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ど
う
に
も
な
ら
ず
、

あ
い
か
わ
ら
ず
で
や
る
ほ
か
な
か
っ
た
の
だ
。
」 王

責
卓

〔
郭
兄
〕
郭
友
仁
、
あ
ざ
な
は
徳
元
。
朱
子
の
門
人
、
慶
元
四
年
(
一
一

九
八
)
分
の
語
類
の
記
録
者
。

〔
極
善
〕
「
差
己
は
お
と
な
し
い
と
い
っ
た
語
感
で
あ
ろ
う
。

〔
尾
大
不
持
〕
下
位
に
在
る
も
の
が
強
大
で
、
上
位
に
あ
る
も
の
に
制
御

で
き
な
い
喰
え
。
『
左
停
』
昭
公
十
一
年
の
僚
に
出
る
成
句
。

〔
支
捧
不
在
〕
「
支
弾
」
は
さ
さ
え
る
、
が
ん
ば
る
。
「
不
住
」
が
つ
く

と
、
そ
れ
が
し
か
と
で
き
ぬ
意
。

〔
伺
〕
沈
側
、
あ
ざ
な
は
荘
仲
。
朱
子
の
門
人
、
慶
元
四
年
(
一
一
九
八
)

以
後
分
の
語
類
の
記
録
者
。

雇
用
軍
〕
正
規
軍
を
い
う
e

〔
名
色
〕
名
目
・
名
儀
。

〔
剖
刷
〕
削
減
す
る
。

〔
己
自
〕
す
で
に
・
か
ら
し
て
。
「
自
L

は
ほ
と
ん
ど
二
音
節
化
す
る
た

め
に
附
加
さ
れ
る
。

〔
京
西
〕
京
西
路
、
河
南
省
の
洛
陽
以
南
、
陳
西
・
湖
北
爾
省
の
一
部
に

も
ま
た
が
る
。
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〔
太
守
姓
見
云
々
〕
『
鶴
林
玉
露
』
容
五
「
却
盗
張
海
過
高
郵
軍
。
見
仲

約
令
百
姓
嬬
以
牛
酒
。
海
悦
。
寛
去
不
信
刷
暴
。
事
開
。
富
鄭
公
欲
諌

仲
約
。
活
文
正
目
。
組
宗
以
来
。
未
掌
軽
殺
臣
下
。
此
盛
徳
事
。
奈

何
軽
敗
壊
。
他
自
主
上
手
滑
。
吾
輩
未
敢
自
保
也
。
富
公
不
以
矯

然。」

〔
推
得
〕
人
の
せ
い
に
す
る
。
罪
を
お
し
つ
け
る
。

〔
本
郡
〕
該
郡
。
本
は
「
そ
の
」
の
意
。
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〔
椿
留
〕
保
留
す
る
・
抑
留
す
る
。
「
椿
」
は
俗
語
で
は
「
わ
り
つ
け
る
」

意
で
あ
る
。

〔
二
季
衣
賜
之
物
〕
「
二
季
」
と
は
春
・
冬
。
『
宋
曾
要
』
職
官
五
七
に

「
凡
春
各
以
衣
賜
」
と
る
り
、
そ
こ
に
は
各
種
の
官
人
に
賜
わ
る
衣

料
の
品
種
を
列
穆
し
て
い
る
。

〔
撚
〕
然
に
同
じ
。
甚
・
太
の
意
(
俗
語
)
。
二
音
節
化
す
る
と
「
式
然
」
。

〔
陳
丈
〕
朱
子
の
高
弟
陳
淳
を
さ
す
ら
し
い
。
「
丈
」
は
友
人
の
年
長
者

に
劃
し
て
用
い
、
「
兄
」
よ
り
重
い
。

〔
提
刑
掌
之
〕
本
文
の
記
録
で
は
柏
崎
運
使
、
す
な
わ
ち
民
政
官
の
所
管
で

あ
る
の
に
、
こ
ち
ら
で
は
提
貼
刑
獄
、
す
な
わ
ち
刑
政
官
の
所
管
だ

と
い
う
、
相
違
貼
を
一
示
す
。

〔
封
椿
〕
お
さ
え
て
手
が
つ
け
ら
れ
ぬ
よ
う
に
す
る
。

〔
怪
不
得
〕
も
っ
と
も
だ
・
む
り
も
な
い
。
現
代
語
も
同
じ
。

〔
上
供
〕
中
央
政
府
に
供
納
す
る
。

〔
摩
壷
〕
慮
置
す
る
。
「
儒
創
」
「
剖
劃
」
な
ど
に
も
つ
く
る
(
俗
語
〉
。

〔
斜
面
加
量
之
物
〕
よ
く
わ
か
ら
ぬ
が
、
租
米
(
年
貢
米
、
税
と
し
て
納

め
る
供
出
米
〉
を
量
る
と
き
、
析
を
大
き
く
し
た
り
、
押
え
つ
け
た

り
し
て
徐
分
に
徴
牧
さ
れ
た
分
を
さ
す
か
。

〔
早
穀
・
早
米
〕
早
場
米
。
占
城
稲
(
チ
ャ
ン
パ
米
)
と
よ
び
、
粒
が
小

さ
く
て
租
米
か
ら
は
ず
さ
れ
る
。

〔
利
米
〕
特
典
米
と
い
う
ほ
ど
の
意
か
。
こ
の
術
語
は
他
の
文
献
に
み
え

ぬ
そ
う
で
あ
る
。

〔
折
除
〕
早
米
を
租
米
に
認
め
て
、
前
貸
し
分
を
除
く
こ
と
。

換
算
す
る
、
異
質
の
も
の
で
入
れ
あ
わ
せ
る
意
。

「
折
」
は

〔
大
米
〕
肥
沃
な
問
地
で
と
れ
る
粒
の
大
き
い
米
。
租
米
に
あ
て
ら
れ

る
。
こ
れ
に
劃
し
て
早
稲
(
柏
〉
を
「
小
米
」
と
い
う
。

〔
賂
不
給
〕
「
謄
給
」
(
糧
食
を
ま
か
な
う
)
で
き
ぬ
意
。

〔
童
詩
皇
〕
宋
朝
第
十
一
代
の
天
子
・
孝
宗
(
在
位
一
一
六
一
一

l
二
八
九
〉

の
愈
務
。

〔
回
日
揮
〕
文
書
形
式
の
一
種
。
天
子
の
指
令
で
あ
っ
て
も
、
詔
勅
と
い
う

お
も
お
も
し
い
、
紹
封
的
な
権
威
を
も
っ
形
式
で
は
な
い
。

〔
討
〕
も
と
め
る
。

〔
行
下
〕
下
級
官
廉
に
文
書
を
送
る
こ
と
。

〔
挨
過
臼
子
〕
日
を
す
ご
す
。
現
代
語
も
同
じ
。

〔
他
無
策
魔
〕
「
他
」
は
上
の
「
許
多
米
」
を
う
け
る
。

〔
約
束
〕
取
締
ま
る
(
吏
腕
一
語
〉
。

〔
監
可
〕
宋
代
の
地
方
医
劃
「
路
」
ハ
今
の
省
に
あ
た
る
〉
に
は
、
長
官

は
お
か
ず
、
任
務
別
の
監
督
官
が
設
け
ら
れ
、
そ
れ
を
監
司
と
い

う
。
帥
司
・
漕
司
・
憲
司
・
倉
司
の
四
つ
が
あ
る
。
こ
こ
は
漕
司
す

な
わ
ち
縛
運
使
を
さ
す
。

〔
天
雨
鬼
輪
〕
物
資
(
こ
こ
は
米
)
を
天
が
降
ら
せ
た
り
、
幽
盤
(
鬼
)
が

送
り
と
ど
け
る
奇
蹟
を
い
う
。
後
漢
・
一
旬
悦
の
『
前
漢
紀
』
に
「
財

非
天
雨
鬼
総
」
と
み
え
る
。

〔
顔
魯
子
〕
「
魯
子
」
は
顔
度
の
あ
ざ
な
。
江
蘇
省
昆
山
の
人
、
臨
海
地

匿
の
豚
令
を
歴
任
し
て
監
察
御
史
に
進
み
、
秘
閣
修
撲
に
お
わ
る
。

〔
王
膏
賢
〕
「
贋
賢
L

は
王
師
愈
(
一
一
一
一
一
一

l
九

O
〉
の
あ
ざ
な
、
ま

た
輿
正
と
も
い
っ
た
。
祈
江
省
金
華
の
人
、
楊
時
(
亀
山
)
・
白
木
中

(
東
衆
〉
の
門
に
皐
び
、
紹
興
十
八
年
ハ
一
一
四
八
)
進
士
に
な
り
、
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崇
政
殴
説
書
・
荊
湖
北
路
お
よ
び
福
建
路
の
縛
還
剣
官
を
経
て
、
期
間

西
路
提
貼
刑
獄
に
い
た
る
。
朱
子
に
「
中
奉
大
夫
直
燥
章
閣
王
公
紳

道
碑
銘
」
〈
『
朱
子
文
集
』
巻
八
九
〉
が
あ
る
。

〔
今
来
〕
こ
の
期
の
時
間
調
に
は
「
来
」
を
伴
な
う
も
の
が
多
い
。
た
と

え
ば
醤
来
・
向
来
(
む
か
し
)
・
昨
来
・
近
来
・
新
来
(
ち
か
ご
ろ
〉
・

夜
来
(
さ
く
や
)
・
晩
来
a

遁
来
(
い
ま
し
が
た
〉
な
ど
。

〔
諮
除
〕
枠
か
ら
は
ず
す
、
取
り
除
く
。

〔

支

遺

〕

支

給

決

済

す

る

。

¥

〔
只
認
他
支
使
了
〕
こ
の
「
他
」
は
「
知
他
」
(
現
代
語
で
下
に
疑
問
形
式

を
伴
な
う
「
不
知
」
の
ご
と
く
:
:
:
か
し
ら
の
意
)
の
場
合
同
僚

に
指
示
詞
的
機
能
を
失
い
、
濯
に
音
調
の
関
係
で
用
い
る
助
字
。
他

の
系
統
の
テ
ク
ス
ト
で
は
省
い
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、
誤
り
と
み

る
の
は
い
け
な
い
。
む
し
ろ
、
こ
の
よ
う
な
助
字
を
留
め
る
貼
に
、

抄
本
の
古
色
が
認
め
ら
れ
る
。
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帥
遁
夫
言
。
察
院
賞
公
緩
。
字
用
和
。
剛
正
。
人
素
畏
俸
。
其
族
有

縦
悪
馬
踏
入
者
。
公
治
之
念
。
其
人
避
之
惟
謹
。
公
則
斬
其
馬
足
。

以
謝
所
傷
。
先
生
日
。
某
南
康
臨
罷
。
有
躍
馬
於
市
者
。
踏
了
一
小

児
勝
死
。
某
時
在
摩
中
。
令
迭
軍
院
。
衣
日
以
属
知
録
。
晩
過
騨
舎
。

知
録
云
。
早
上
所
論
。
巴
拷
治
如
法
。
某
既
市
不
能
無
疑
於
其
説
。

回
至
軍
院
。
則
其
人
冠
履
憤
然
。
初
来
場
甘
経
拷
掠
也
。
途
賂
吏
人
弁

犯
者
訊
。
次
日
吏
人
杖
背
勤
罷
。
偶
一
相
識
云
。
此
是
人
家
子
弟
。

何
苦
痔
之
。
某
目
。
人
命
所
係
。
量
可
寛
弛
。
若
云
子
弟
得
躍
馬
踏

人
。
則
後
日
時
有
甚
於
此
者
失
。
況
州
郡
乃
朝
廷
行
法
之
地
。
保
佑

善
良
。
抑
挫
豪
横
。
乃
其
職
也
。
縦
而
不
問

J
V

其
可
得
耶
。
後
某

罷
。
諸
公
相
能
於
白
鹿
。
某
篤
極
口
一
説
西
銘
民
吾
同
胞
物
吾
輿
也
一

段
。
今
人
魚
秀
才
者
。
便
主
張
秀
才
。
矯
武
官
者
。
便
主
張
武
官
。

魚
子
弟
者
。
便
主
張
子
弟
。
其
所
陥
溺
。
一
至
於
此
。
賀
孫
聞
之
先

生
云
。
図
出
謁
因
。
郎
取
吏
杖
之
議
緩
下
、
方
始
交
割
。
道
夫
。
人
傑
録
同

而
略
。
今
附
云
。
因
説
劉
子
澄
好
言
家
世
田
。
某
在
南
康
時
。
有
一
子
弟
。

騎
馬
踏
損
人
家
小
見
。
某
訊
而
禁
之
。
子
澄
以
鑓
不
然
。
某
因
議
西
銘
。
凡

天
下
疲
薙
残
疾
。
惇
濁
燦
寡
。
吾
兄
弟
顛
連
而
無
告
者
也
。
君
子
之
矯
政
。

且
要
主
張
這
-
等
人
。
途
痛
責
之
。
大
統
人
不
可
有
偏
僑
慮
。

校
注
:
1
於
其
読
三
字
無
。

2
賀
孫
云
々
二
十
三
字
。
以
刊
本

補。

3
同
而
略
今
附
五
字
無
。

4
訊
誤
作
詐
。

5
澄
誤
作

潜。
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楊
道
夫
が
い
っ
た
、

直
な
か
た
で
、

「
検
察
醸
の
寅
鍍
公
、
あ
ざ
な
は
用
和
。
は
剛

た

の
ひ
と
のか

孟宗
主 ね
ノ山人
馬

び
を

と
あ ι
~i I~' 

Eぷ
せ り
て た
A カ1

~ら
踏 れ
ん て
だ い
もま
のし

が
い
ま
し
た
。
公
の
取
調
べ
が
き
び
し
い
の
で
、
そ
の
お
と
こ
が
逃

げ
か
く
れ
て
謹
慎
し
て
い
ま
す
と
、
公
は
か
れ
の
馬
の
足
を
斬
っ

て
、
負
傷
者
に
詑
び
を
さ
れ
ま
し
た
。
」

先
生
が
い
わ
れ
た
、
「
わ
た
し
が
南
康
を
や
め
る
ま
ぎ
わ
の
こ
と
、
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さ
か
り
場
に
馬
を
躍
り
こ
ま
せ
た
も
の
が
あ
り
、
こ
ど
も
を
一
人
踏

ん
で
瀕
死
の
め
に
あ
わ
せ
た
。
そ
の
と
き
摩
校
に
い
た
わ
た
し
は
、

〈
犯
人
を
)
軍
役
所
に
迭
ら
せ
て

に
頼
ん
で
お
い
た
。
夜
、

あ
く
る
日
か
れ
の
こ
と
を
知
録

知
録
が

役
所
に
立
ち
ょ
っ
た
と
こ
ろ
、

『
朝
、が
た
お
申
し
つ
け
に
な
り
ま
し
た
件
は
、

ち
ゃ
ん
と
錠
ど
お
り

慮
罰
し
て
お
き
ま
し
た
』
と
い
う
。

わ
た
し
は
、

や
が
て
や
っ
の
話
が
ど
う
も
怪
し
い
も
の
に
思
わ
れ

て
な
ら
ん
の
で
、
軍
役
所
に
も
ど
っ
て
来
る
と
、
れ
い
の
お
と
こ
は

服
装
が
キ
チ
ン
と
し
て
お
り
、
ぜ
ん
ぜ
ん
刑
罰
を
受
け
て
お
ら
ん
。

そ
こ
で
脅
吏
と
犯
人
を
訊
問
し
、
あ
く
る
日
、
膏
吏
は
背
叩
き
の
罰

を
加
え
て
強
制
菟
職
に
し
た
。

た
ま
た
ま
、
あ
る
知
り
合
い
が
い
っ
た
、
『
あ
の
ひ
と
は
お
偉
が

た
の
ぼ
っ
ち

や
ん
だ
よ
。
な
に
も
あ
ん
な
ひ
ど
い
恥
ず
か
し
め
に
遭

わ
さ
な
く
て
も
。
』

わ
た
し
は
い

っ
た

『
人
命
に
閲
す
る
件
に
、
な
ま
ぬ
る
い
慮
置

で
す
ま
せ
て
い
い
も
の
か
ね
。
ぽ
っ
ち
や
ん
だ
と
馬
を
躍
ら
せ
て
人

を
踏
ん
づ
け
て
よ
い
な
ら
、
こ
れ
よ
り
も
っ
と
ひ
ど
い
こ
と
が
起
き

る
。
ま
し
て
州
郡
は
、

‘朝
廷
が
法
を
施
行
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
、
善
良

な
も
の
を
助
け
横
暴
な
も
の
を
く
じ
く
の
が
そ
の
つ
と
め
だ
。
ゃ
っ

ら
を
の
さ
ば
ら
せ
て
不
問
に
付
す
、
そ
ん
な
こ
と
で
い
い
の
か
ね
己

後
で
わ
た
し
が
罷
め
る
と
き
、

み
な
さ
ん
が
白
鹿
洞
書
院
で
途
別

舎
を
聞
い
て
く
れ
た
。
わ
た
し
は
み
な
に
、
八
西
銘
〉
の
『
民
ハ
吾

は
ら
か
ら

と

む

ガ
同
胞
、
物
ハ
吾
ガ
輿
ナ
リ
』
の
一
段
を
け
ん
め
い
に
話
し
て
き
か

せ
た
。
い
ま
ど
き
の
人
聞
は
、
じ
ぶ
ん
が
秀
才
(
土
人
)
だ
と
秀
才
の

み
か
た
を
し
、
武
官
だ
と
武
官
の
み
か
た
を
し
、
ぼ
司
ち

や
ん
だ
と

ぽ
っ
ち
ゃ
ん
の
み
か
た
を
す
る
、
と
い
っ
た
調
子
で
、
や
つ
ら
の
堕

落
ぶ
り
は
ひ
ど
い
も
の
だ

っ
た。」

葉
賀
孫
が
先
生
か
ら
開
い
た
話
は
こ
う
で
あ
る

l
!上
司
に
謁
見
し
て

錦
っ
て
来
た
お
り
、
す
ぐ
に
混
同
吏
を
つ
れ
て
来
て
物
見
櫓
の
下
で
杖
罪
に

慮
し
、
そ
こ
で
は
じ
め
て
事
務
の
引
き
つ
ぎ
を
し
た
。

世
間
人
傑
の
記
録
は
同
じ
だ
が
簡
略
で
あ
る
。
い
ま
附
載
し
て
お
く
|
|

劉
子
澄
(
清
之
)
は
家
柄
の
は
な
し
が
好
き
だ
と
お

っ
し
ゃ
っ
た
お
り
に

い
わ
れ
た
、寸
わ
た
し
が
南
康
に
い
た
こ
ろ
、
あ
る
お
ぽ
っ
ち
ゃ
ん
が
馬
に

の
り
、
お
え
ら
が
た
の
こ
ど
も
を
踏
ん
で
負
傷
さ
せ
た
。
わ
た
し
は
訊
問

の
う
え
牢
屋
に
入
れ
た
が
、
子
澄
は
い
け
な
い
と
い
う
意
見
で
あ
る
。
そ

れ
で
わ
た
し
は
〈
西
銘
〉
の
『
凡
ソ
天
下
ノ
疲
経
由
演
疾
、
惨
濁
錬
寡
ハ
吾

ガ
兄
弟
ノ
、
顛
連
シ
テ
告
グ
ル
無
キ
者
ナ
リ
」
の
話
を
し
た
。
君
子
、
が
政

治
を
や
る
際
は
、
と
も
か
く
も
こ
う
い
う
連
中
の
み
か
た
に
な
っ
て
、
う

ん
と
懲
ら
し
め
て
や
る
べ
き
な
の
だ
。
だ
い
た
い
、
人
は
え
ひ
か
い
ト
が

あ
っ
て
は
な
ら
ん
。
」

〔
道
夫
〕
桐
街
道
夫
、
あ
ざ
な
は
仲
愚
ま
た
仲
思
。
朱
子
の
門
人
で
淳
照
十
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六
年
(
一
一
八
九
〉
以
後
の
分
の
記
録
者
。

〔
察
院
〕
検
察
腹
、
御
史
釜
の
内
部
が
塞
院
・
殿
院
・
察
院
に
分
か
れ
て

い
る
。
こ
こ
は
、
検
察
系
統
の
地
方
官
爵
か
。

〔
賞
鍍
字
用
利
〕
『
宋
元
事
案
』
各
二
五
に
「
提
刑
責
先
生
鐙
」
と
し
て

み
え
る
。
福
建
省
消
滅
の
ひ
と
。
政
和
五
年
(
一
一
一
五
)
の
進

土
?
楊
時
の
門
人
で
、
高
宗
の
こ
ろ
監
察
御
史
か
ら
江
西
の
提
貼
刑

獄
に
な
る
。

〔
軍
院
〕
ハ
南
康
)
寧
の
役
所
、
い
わ
ば
州
麟
で
あ
る
。

〔
知
録
〕
知
録
事
参
軍
事
。
州
の
線
務
局
長
と
い
っ
た
職
で
あ
る
。

〔
早
上
〕
朝
。
現

一

代

語

も

同

じ

。

-

〔
冠
岡
崎
僚
然
〕
服
装
が
キ
チ
ン
と
し
て
い
て
航
れ
が
な
い
。

〔
勃
罷
〕
「
勤
」
は
強
制
す
る
意
。
強
制
菟
職
を
い
う
。

〔
人
家
子
弟
〕
「
人
家
」
は
素
封
家
あ
る
い
は
官
人
を
い
う
か
。
「
子
弟
」

も
子
息
と
い
?
た
丁
寧
な
呼
稀
。
お
ぽ
っ
ち
ゃ
ん
。

〔
西
銘
〕
張
載
(
横
渠
、
一
O
二
O
|
七
七
〉
の
作
、
二
句
は
著
名
な
緩

言
で
あ
る
。
朱
子
に
「
西
銘
解
義
」
(
一
一
七
二
年
)
が
あ
る
。

〔
秀
才
〕
科
患
の
受
験
生
を
さ
す
。

〔
主
張
〕
味
方
に
な
る
、
と
り
は
か
ら
う
c

元
曲
で
は
「
倣
主
ハ
張
〉
」

と
い
う
。

〔
陥
溺
〕
堕
落
す
る
。

〔
出
謁
〕
じ
ぶ
ん
の
管
轄
地
よ
り
出
て
上
司
に
謁
見
す
る
こ
と
。

〔
議
機
〕
城
門
上
の
物
見
櫓
。

〔
交
割
〕
事
務
の
引
総
ぎ
を
す
る
ハ
吏
績
語
)
。
が
ん
ら
い
「
わ
た
す
」

意
の
俗
語
〈
隻
撃
語
〉
。

〔
劉
子
澄
〕
朱
子
の
友
人
劉
清
之
(
一
一
=
一
四
|
九
O
)
、
子
澄
は
そ
の

る
ざ
な
。
『
宋
元
農
案
』
容
五
九
広
「
知
州
劉
静
春
先
生
清
之
」
と

じ
て
み
え
る
。
江
西
省
臨
江
の
人
で
、
紹
興
年
間
の
進
士
、
光
宗
の

こ
ろ
案
州
知
事
に
な
り
五
十
七
歳
で
死
ぬ
(
『
宋
史
』
省
四
三
七
)
。

朱
子
に
は
、
か
れ
に
輿
え
た
手
紙
十
九
遁
の
ほ
か
、
「
書
劉
子
澄
所

編
曾
子
後
」
ハ
轡
八
一
)
。
寸
祭
劉
子
澄
文
L

(

昌
也
八
七
〉
が
あ
る
。

〔
這
一
等
人
〕
こ
の
一
類
の
人
。
宋
元
期
に
特
徴
的
な
表
現
で
あ
る
。

制
某
在
南
康
軍
時
。
民
有
訟
坐
家
逃
移
者
。
是
身
只
在
家
。
而
託
言

逃
移
不
納
税
。
又
有
訟
墓
郷
復
業
者
。
是
身
不
田
郷
。
而
寄
朕
管
業

也
。
淳
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校
注

:
1
軍
字
無
。

わ
た
し
が
南
康
軍
に
い
た
こ
ろ
、
人
民
に
「
家
エ
坐
シ
テ
逃
移
セ

ル
」
も
の
を
告
訴
し
た
人
が
い
た
。

わ
が
身
は
じ
っ
と

つ
ま
り
、

家
に
い
な
が
ら
、
他
郷
に
逃
亡
し
た
こ
と
に
し
て
税
を
納
め
な
い
の

だ
。
ま
た
、

「
郷
ヲ
草
ン
デ
業
ヲ
復
ス
ル
」
も
の
を
告
訴
し
た
人
が

、R
-
O

L
J
h
 

つ
ま
り
、
わ
が
身
は
郷
里
に
掃
ら
な
い
で
、
書
面
を
遺
っ
て

財
産
を
管
理
し
て
も
ら
っ
て
い
た
の
だ
。
陳
淳

〔
業
〕
財
産
。
産
業
と
も
い
う
。

帥
因
読
賑
酒
田
。
卒
居
須
是
修
肢
塘
。
始
得
。
到
得
皐
了
。
賑
済
委

無
良
策
。
然
下
手
得
早
。
亦
得
便
宜
。
在
南
康
時
。
才
見
皐
。
便
劃
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刷
銭
物
庫
中
。
得
三
高
来
貫
。
準
擬
耀
米
。
添
支
官
兵
。
却
去
上
供

弘
内
借
三
高
貫
。
摺
米
賑
雑
。
早
時
耀
得
。
却
耀
銭
還
宮
中
解
設
。

是
以
不
闘
事
。
蓄
来
裁
住
客
船
。
緩
三
分
米
。
至
於
客
船
不
来
。
某

見
官
中
及
上
戸
自
有
米
。
遠
出
楊
放
客
船
米
自
使
。
不
薙
客
船
米
。

叉
且
米
債
不
甚
貴
。
叉
日
。
悔
一
件
事
。
南
康
熱
有
常
卒
米
。
是
庚

寅
辛
卯
年
大
皐
時
。
朋
純
米
債
甚
貴
。
在
法
不
得
減
元
債
。
途
不
曾

耀
。
嘗
時
只
好
耀
了
。
上
章
待
罪
。
且
得
矯
更
新
米
一
番
。
亦
縁
嘗

時
自
有
米
。
所
以
不
動
此
米
。
久
之
錆
南
康
官
吏
之
害
。
説
明

校
注
:
此
傑
抄
本
闘
。
以
刊
本
補
。

災
害
救
援
の
話
の
つ
い
で
に
い
わ
れ
た
、

「
つ
ね
日
ご
ろ
か
ら
溜

め
池
を
修
築
し
て
お
か
ん
と
だ
め
だ
。

い
ざ
皐
魅
に
な
っ
て
は
、
救

済
し
よ
う
に
も
良
策
な
ん
て
ま
っ
た
く
な
い
。
だ
け
ど
、
手
を
打
つ

の
が
早
け
れ
ば
、
う
ま
い
こ
と
を
す
る
。
南
康
に
い
た
こ
ろ
、
皐
魅

と
み
る
な
り
、
銭
物
庫
の
な
か
を
穂
、
ざ
ら
え
し
て
、
三
高
貫
そ
こ
そ

こ
が
手
に
入
っ
た
。
そ
れ
で
米
を
買
い
入
れ
て
官
兵
に
支
給
す
る
つ

も
り
だ
っ
た
が
、
上
供
銭
の
中
か
ら
三
世
間
貫
を
借
り
、
米
を
買
い
つ

け
て
救
済
用
に
貰
り
出
し
た
。
早
い
時
期
に
米
の
買
付
け
が
や
れ
、

そ
れ
か
ら
米
を
買
っ
た
金
は
お
か
み
(
上
供
銭
〉
に
返
還
し
て
送
り

出
し
、

か
く
て
支
障
は
な
か
っ
た
。

む
か
し
は
、
客
船
(
移
動
商
人
の
船
〉
の
通
行
を
さ
え
ぎ
っ
て
、
持

ち
米
の
三
割
を
買
い
入
れ
、

客
船
が
来
な
い
よ
う
な
こ
と
に
な
っ

た
。
わ
た
し
は
官
鹿
方
面
や
上
戸
に
ち
ゃ
ん
と
米
が
あ
る
の
を
見
て

い
た
の
で
、
布
令
を
出
し
て
客
船
の
米
は
か
れ
ら
の
い
い
よ
う
に
さ

せ
、
客
船
の
米
を
買
い
入
れ
な
い
こ
と
に
し
、

そ
う
高
く
は
な
ら
な
か
?
た
。
」

し
か
も
米
の
債
格
は

ま
た
い
わ
れ
た
、
「
一
つ
後
悔
し
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。
南
康
に
は

常
卒
米
が
う
ん
と
あ
っ
た
。
乾
道
六
・
七
年
(
二
七
0
・
七
一
〉
の

大
皐
魁
の
と
き
に
、
買
付
け
米
の
債
格
が
ず
い
ぶ
ん
高
く
、
規
定
で

は
買
付
け
た
と
き
の
原
債
を
割
っ
て
は
い
け
な
い
の
で
、
ぜ
ん
ぜ
ん

-100ー

買
り
出
さ
な
か
っ
た
。
そ
の
(
わ
た
し
の
)
と
き
は
し
か
た
な
く
(
原
債

を
割
っ
て
〉
貰
り
、

上
奏
文
を
書
い
て
お
か
み
の
慮
罰
を
待
ち
、

と

り
あ
え
ず
新
米
の
入
れ
替
え
を
一
と
お
り
す
ま
せ
た
。
そ
れ
で
も
嘗

時
は
ち
ゃ
ん
と
米
が
あ
っ
た
の
で
、

」
の
米
ハ
新
米
か
)
に
は
手
を

っ
け
な
か
っ
た
。
よ
ほ
ど
し
て
そ
れ
が
南
康
官
吏
の
不
正
事
件
を
も

た
ら
し
た
の
で
あ
る
」
。
勝
魂

〔
卒
居
〕
卒
生
、
ふ
だ
ん
。

〔
須
:
:
・
始
得
〕
郎
抽
出
の
「
須
:
:
:
方
可
」
と
同
じ
表
現
。

〔
委
鉱
山
ま
っ
た
く
・
:
:
な
い
。

〔
得
便
宜
〕
う
ま
い
こ
と
す
る
、
得
を
す
る
。
そ
の
反
封
は
「
落
便
宜
」



「
失
使
宜
L

。

〔
才
:
:
:
使
:
:
:
〕
:
:
:
す
る
な
り
す
ぐ
、
:
:
:
す
る
や
否
や
。

〔
刻
刷
〕
線
、
ざ
ら
え
す
る
(
吏
臓
器
開
)
。

〔
準
援
〕
:
:
:
し
よ
う
と
す
る
、
心
づ
も
り
す
る
。

〔
去
〕
在
に
同
じ
。

〔
解
袈
〕
護
送
す
る
。

〔
奮
来
〕
む
か
し
(
側
の
注
参
照
)
。

〔
裁
住
〕
さ
え
ぎ
る
。

〔
上
戸
〕
多
額
納
税
者
。
し
た
が
っ
て
富
裕
の
民
。

〔
只
好
〕
:
:
:
す
る
ほ
か
な
い
、
し
か
た
な
く
:
:
:
す
る
。
現
代
語
も
同

じ。

〔
南
康
官
吏
之
筈
〕
未
詳
。

ω法
。
都
府
開
有
事
於
那
州
。
只
是
牒
上
。
今
却
小
郡
輿
郡
大
郡
。
使

申
献
。
非
是
。
蓋
難
是
大
郡
。
却
都
只
是
列
郡
。
只
合
使
牒
。
某
在

商
康
時
。
吏
人
欲
申
隆
輿
叉
建
康
。
除
了
安
撫
。
亦
只
是
列
郡
。
某

都
是
使
牒
。
吏
初
皇
催
。
某
輿
之
云
。
有
法
不
妨
。
只
如
此
去
。
揚

校
注
:
此
傑
抄
本
闘
。
以
刊
本
補
。

法
の
規
定
で
は
、
隣
り
の
豚
が
隣
り
の
州
に
用
件
が
あ
る
と
き

(
に
迭
る
文
書
〉
は
、
「
牒
上
」
形
式
で
よ
い
。
い
ま
、
小
さ
な
郡

〈
州
、
以
下
同
じ
)
が
隣
り
の
大
き
な
郡
に
劃
し
て
「
申
」
形
式
の
書
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肢
を
使
っ
て
い
る
の
は
ま
ち
が
い
だ
。
あ
い
て
が
大
き
な
郡
で
あ
ろ

の
形
式
を
使
う
ベ

う
と
、
ど
ち
ら
も
同
じ
郡
な
ん
だ
か
ら
、

「牒」

き
で
あ
る
。

わ
た
し
が
南
康
に
い
た
と
き
、
膏
吏
が
隆
輿
府
や
建
康
府
に
針
し

の
形
式
を
採
用
し
よ
う
と
し
た
。
安
撫
使
の
と
こ
ろ
な

て
「
申
」

ら
と
も
か
く
、
ど
ち
ら
も
郡
な
ん
だ
か
ら
、

わ
た
し
は
み
な
「
牒
」

の
形
式
を
使
っ
た
。
脊
吏
が
は
じ
め
は
び
く
つ
く
の
で
、

わ
た
し
は

い
っ
て
や
っ
た
、

「
法
規
が
あ
る
ん
だ
か
ら
か
ま
わ
ん
。
そ
う
い
う

ふ
う
に
や
っ
て
ゆ
く
ん
だ
。
」
包
揚

〔
都
豚
〕
巌
密
に
い
え
ば
「
郷
」
字
は
不
要
。
「
那
州
」
に
封
じ
て
い
っ

た
ま
で
で
、
曾
話
の
場
合
に
あ
り
が
ち
な
こ
と
で
あ
る
。

〔
牒
上
〕
文
書
形
式
の
一
つ
。

〔
申
欣
〕
「
欣
ヲ
申
ス
ル
」
、
「
申
」
も
文
書
形
式
の
一
つ
、
上
級
官
艇
に

さ
し
出
す
場
合
に
用
い
る
。

〔
隆
輿
〕
江
南
西
路
に
麗
し
、
今
の
江
西
省
南
昌
を
中
心
と
す
る
府
。

〔
建
康
〕
江
南
東
路
に
麗
し
、
今
の
南
京
を
中
心
と
す
る
府
。
江
寧
府
と

よ
ば
れ
た
時
期
(
建
炎
三
年
ま
で
〉
も
あ
る
。

〔
安
撫
〕
経
略
安
撫
使
(
い
わ
ゆ
る
帥
司
、
路
の
軍
事
を
掌
る
〉
。
安
撫

司
の
お
か
れ
る
郡
〈
州
〉
は
格
が
高
く
て
例
外
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

〔
只
如
此
去
〕
こ
の
「
去
」
は
時
間
的
用
法
。
将
来
に
む
か
つ
て
そ
の
よ

う
に
し
て
ゆ
く
。
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